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１　関係連絡先
（1）行政・教育委員会関係

　　　　兵庫県教育委員会事務局教育企画課
　　　　（EARTH 事務局） 0７８－3６2－3７７９
 FAX　0７８－3６2－42８3
　　　　阪神教育事務所 0７９８－3９－６152
　　　　播磨東教育事務所 0７９－421－９412
　　　　播磨西教育事務所 0７９－2８1－９5８1
　　　　但馬教育事務所 0７９６－2６－3７７3
　　　　丹波教育事務所 0７９－552－７4８７
　　　　淡路教育事務所 0７９９－2６－3203
　　　　ひょうごっ子悩み相談センタ－ 0120－７８3－111
　　　　兵庫県災害対策課 0７８－3６2－９９８８

（2）関係機関
　　　　兵庫県教職員組合協議会 0７８－241－2345
　　　　兵庫県学校厚生会 0７８－331－９９55
　　　　公立学校共済組合（兵庫県支部） 　0７８－3６2－3７６2
　　　　教職員共済兵庫県支部 0７８－221－９７30
　　　　兵庫県こころのケアセンター 0７８－200－3010

（3）ボランティア団体
　　　　兵庫県社会福祉協議会 0７８－242－4６33
　　　　ひょうごボランタリープラザ 0７８－3６0－８８45
２　震災・学校支援チーム（EARTH）員用緊急連絡網

○ e-pa ログイン画面
　https://www3.hyogo-c.ed.jp/member.php

３　防災教育に生かせるホームページ
○震災・学校支援チーム（EARTH の要綱、活動）
　http://www.hyogo-c.ed.jp/~kikaku-bo/EARTHHP/
○兵庫県（県内のハザードマップ）
　http://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/
○兵庫県教育委員会（兵庫の防災教育）
　http://www.hyogo-c.ed.jp/kikaku-bo/
○神戸市震災資料室（阪神・淡路大震災関連情報）
　http://www.city.kobe.lg.jp/safety/hanshinawaji/data/
○内閣府防災担当（防災白書、防災に関するデータ）
　http://www.bousai.go.jp/

１　連絡先・ホームページ等
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○文部科学省（教育情報）
　http://www.mext.go.jp/
○総務省消防庁防災課　（国内の最新災害情報）
　http://www.fdma.go.jp/html/intro/form/bousai.html
○各都道府県の地域防災計画（各府県の防災計画）
　http://www.db.fdma.go.jp/bousaikeikaku/
○防災・危機管理ｅカレッジ（防災・危機管理を学ぶ）
　https://open.fdma.go.jp/e-college/
○国土交通省　防災情報提供センター（災害の最新情報）
　http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/
○気象庁 （自然現象を解説）
　http://www.jma.go.jp/jma/
○アジア防災センター（世界の災害情報）
　http://www.adrc.asia/top_j.php
○ＮＴＴ西日本伝言ダイヤル（災害時 171 の使い方）
　http://www.ntt-west.co.jp/dengon/
○広域災害救急医療情報システム（災害拠点病院等の検索）
　https://www.wds.emis.go.jp/
○防災システム研究所（防災の知識、教訓、講師派遣）
　http://www.bo-sai.co.jp/
○NPO 法人日本救助犬協会（災害救助犬のデモンストレーション）
　http://www.kinet.or.jp/kyujoken/
○社団法人日本地震学会（地震情報・ライブラリー）
　http://www.zisin.jp/
○NPO 法人日本災害ボランティアネットワーク（震災の教訓を発信）
　http://www.nvnad.or.jp/
○日本道路交通情報センター（大規模な交通規制の概要）
　http://www.jartic.or.jp/
○日本赤十字社（応急手当を学ぶ・講師派遣）
　http://www.jrc.or.jp/
○神戸新聞社（阪神・淡路大震災関連情報）
　http://www.kobe-np.co.jp/rentoku/sinsai/
○ＮＨＫボランティアネット（ボランティア情報）
　http://www.npwo.or.jp/nhkvnet/
○法令・条例・規則検索（防災関連法令等の検索）
　http://www.lawdata.org/
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４　防災教育に活用できる施設等
○人と防災未来センター（体験・展示・語り部）
　　0７８-2６2-5050
　　http://www.dri.ne.jp/
○兵庫県広域防災センター（体験・展示）
　　0７９4-８７-2９20
　　https://www.fire-ac-hyogo.jp/
○加古川市防災センター（体験・展示）
　　0７９-423-011９
　　http://www.city.kakogawa.lg.jp/kurashi/syobo_

kyukyu/bousaisenta/kakogawasibousai/
○宍粟防災センター（体験・展示）
　　0７９0－６3-2000
　　http://www.city.shiso.lg.jp/shisetsu/bosai/1386
　　562919504.html
○姫路防災プラザ（体験・展示）
　　0７９-223-９９７７
　　http://www.city.himeji.lg.jp/syoubou/plaza.html
○北淡震災記念公園（体験・展示・語り部）
　　0７９９-８2-3020
　　http://www.nojima-danso.co.jp/
○神戸市民防災総合センター
　　0７８-７43-3７７1
　　http://www.citykobe.lg.jp/safety/fire/outline/

center/
○神戸大学附属図書館（震災文庫）
　　http://www.libkobe-u.ac.jp/eqb/
○兵庫大阪にある震災モニュメントのすべて 
　　http://www1.plala.or.jp/monument/all.html
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１　一次救命処置の手順（蘇生ガイドライン 2010 に基づき作成）

 「日本赤十字社ホームページ」より

　　（1）意識の確認
　　　　・声をかけ、肩を軽くたたき、意識の有無を確認する。
　　　　　反応がなかったり鈍い場合は、まず協力者を求め、

119 番通報と AED の手配を依頼する。
　　（2）呼吸をみる
　　　　①胸部と腹部の動きに集中する。
　　　　②普段通りの呼吸がない場合は心停止と判断する。心停

止を判断するのに 10 秒以上かけない。
　　（3）胸骨圧迫
　　　　①固い床面に上向きで寝かせる。
　　　　②傷病者の片側、胸のあたりに両膝をつき、傷病者の胸

の真ん中に片手の手の手掌基部を置き、その上にもう
一方の手を重ねる。

2　救急法
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　　　　③両肘を伸ばし、脊柱に垂直に体重をかけ、胸骨を少な
くとも 5㎝押し下げる。

　　　　④胸骨圧迫は毎分少なくとも 100 回のテンポで 30 回
続けて行う。

　　（4）人工呼吸
　　　　①気道を確保する。
　　　　②額に置いた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまむ。
　　　　③１秒かけて傷病者の胸が上がるのがわかる程度の吹き

込みを２回続けて行う。
　　　　④人工呼吸を行った途端に呼吸の回復を示す変化がない

限りは、直ちに次の胸骨圧迫に移る。

 「日本赤十字社ホームページ」より

　　（5）ＡＥＤを使う
　　　　※以下「2  ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱い」を参照。

２　ＡＥＤ（自動体外式除細動器）の取扱い
　　ＡＥＤとは、電源を入れ、音声指示に従うことにより、コン

ピューターによって自動的に心電図を解析し、除細動の要否
を音声で知らせ、必要な場合には電気ショックにより除細動
ができる機器である。

　取扱い方
（1）電源を入れる
（2）AED の音声指示に従い電極バッドを傷病者に貼る
（3）AED が自動的に傷病者の心電図を解析する
（4）AED から除細動の指示が出たら除細動ボタンを押す

 「日本赤十字社ホームページ」より

日本赤十字社（一次救命処置動画）

胸骨圧迫 人工呼吸
※胸が持ち上がるのを確認する
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３　応急手当
（1）止血法

　　　　①出血しているきず口をガーゼやハンカチ等で直接強
く押さえてしばらく圧迫する。包帯を少しきつめに
巻くことによっても同様に圧迫して止血することが
できる。

　　　　　まず直接圧迫止血を行い、さらに医師の診察を受ける。
　　　　②感染防止のために、ビニール袋やビニール手袋等を使

用することが推奨されている。

 「日本赤十字社ホームページ」より

　　（2）骨折

 「学校防災マニュアル」平成 10 年兵庫県教委より

　　　　①前腕や上腕部の骨折は、三角布や風呂敷、スカーフ等
で上下の関節を動かさないように固定する。

　　　　②折れた部分に副子を当てて、包帯やハンカチ等で固定
する。

　　　　　（固定具としては、板・ダンボール・週刊誌・傘等身
の回りにあるものを利用する）

止血法
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４　負傷者の搬送
　　現場から搬送する場合、できるだけ２人以上で搬送する。
　　（1）1 人で搬送する方法　　　（2）２人で搬送する方法

　・負傷者の腕をクロスさせて持つ

　　（2）簡易担架を作って搬送する方法
　　　　①毛布と棒で担架を作る

　　　　　   ・ 3 分の 1 のところで折り返す
　　　　　   ・折り返した毛布の端に余裕を持たせ折り返す。
　　　　②上着と棒で担架を作る。

　　　　　   ・２本の棒を持ち、もう 1 人が上着を脱がす。
　　　　　　　 棒に通す。
　　　　　   ・２〜３着分の上着を通して担架にする。

・1 人が後ろから腕を持ち抱え
  1 人が交差させた足を持つ
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１　発生年月日 （H18.5.19 確定）
　　平成 7 年（1995 年）1 月 17 日（火）　午前 5 時 46 分

２　地震名
　　平成 7 年（1995 年）兵庫県南部地震

３　震央地名
　　淡路島（北緯 34 度 36 分　東経 135 度 02 分）

４　震源の深さとマグニチュード
　　16 ｋｍ　　マグニチュード 7.3

５　人的被害
　　死　者　　　　　6,434 人　　　　 行方不明者　　　3 人
　　負傷者
　　　　　　重傷　　10,683 人　　　     軽傷　　　33,109 人
 合計　　　43,792 人
６　住宅被害
　　全壊・半壊　104,906 棟　　144,274 棟

７　避難所数
　　1,153 箇所

８　避難者数
　　316,678 名（ピーク時・1 月 23 日）

９　ライフラインの被害と復旧に要した日数
　　電気停電　　　約 260 万戸 完全復旧 1 月 23 日
　　電話交換機系　約 28 万 5 千回線 完全復旧 1 月 31 日
　　　　加入者系　約 19 万 3 千回線 完全復旧 1 月 31 日
　　ガス停止　　　約 85 万 7 千戸 完全復旧 4 月 11 日
　　水道断水　　　約 127 万戸 完全復旧 4 月 17 日

（1）①　阪神・淡路大震災の概要

3　阪神・淡路大震災及び
　  東日本大震災の概要と教訓
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１　発生年月日 （H.27.9.1 現在）
　　平成 23 年（2011 年）3 月 11 日（金）　午後 2 時 46 分

２　地震名
　　東北地方太平洋沖地震

３　震央地名
　　三陸沖（北緯 38.1 度　東経 142.9 度）

４　震源の深さとマグニチュード
　　24 ｋｍ　　モーメントマグニチュード 9.0

５　人的被害
　　死　者　　19,335 人　　行方不明者　　2,600 人
　　負傷者　　 6,219 人

６　住宅被害
　　全壊・半壊　124,690 棟　275,118 棟

７　避難所数
　　2,344 箇所（ピーク時）

８　避難者数
　　約 47 万人（ピーク時・３月１４日）

９　ライフラインの被害と復旧に要した日数
　　電気停電　約 258 万戸　　完全復旧　平成 23 年６月 18 日
　　電話（固定電話）約100万回線　完全復旧には至っていない
　　ガス停止　約 208 万戸　  完全復旧　平成 23 年５月６日  
　　水道断水　約 230 万戸　  完全復旧には至っていない
　　※完全復旧日は、家屋流出地域及び立入禁止区域を除く

（1）②　東日本大震災の概要
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１　災害時における学校が果たす役割と防災機能の強化
（1）学校施設の防災機能の充実

　　　　①立地条件と学校施設の強化
　　　　②設備・備品等の安全管理
　　　　③ライフラインの確保
　　　　④情報通信基盤の整備

（2）災害時における学校の果たす役割
　　　　①地域防災計画における学校の位置づけ
　　　　②避難所となった学校の役割
　　　　③避難所となった学校に対する教育委員会の役割
　　　　④学校における中枢施設の確保と施設の提供
　　　　⑤行政機関への移行手順の明確化

（3）学校教育機能の回復
　　　　①応急教育の実施のための措置
　　　　②教育活動の場の確保
　　　　③教職員の人的支援体制の確立
　　　　④教職員の勤務条件の整備
　　　　⑤自治組織確立への支援

２　学校における防災教育の充実
（1）防災体制の整備・充実

　　　　①校内防災組織の整備
　　　　②地域防災組織との連携
　　　　③防災体制の整備・充実に向けた教育委員会の役割

（2）新たな防災教育の推進
　　　　①安全教育の充実
　　　　②教職員の指導力の向上
　　　　③人間教育としての防災教育の推進

（3）震災体験を生かした教育の推進
　　　　①生きる力を育む
　　　　②情報リテラシーの育成

（4）ボランティア教育の推進
　　　　①学校におけるボランティア教育の推進
　　　　②体験学習とボランティア精神の確立

３　心の健康管理
（1）心のケアの充実

（2）①　阪神・淡路大震災の教訓
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　　　　①被災児童生徒への心のケア
　　　　②教職員への心のケア

（2）専門機関等との連携システムの確立
（3）指導力・実践力の向上

　　　　①指導力の向上
　　　　②指導資料の作成や研修会・講習会等の充実

（4）家庭・地域社会との連携の強化
 提言「『兵庫の教育の復興に向けて』平成 7 年 10 月防災教育検討委員会報告」より

【コラム】阪神・淡路大震災、EARTH 創設期の語り継ぎについて
（平成２７年度第１回訓練・研修会での創設期からの EARTH 員の話より）

１　阪神・淡路大震災当時の様子について
　　（1）当時、関西に地震は起こらないと言われていた。
　　（2）職場へ行こうとしたが、たどり着くのが大変だった。
　　（3）災害時は、避難所運営に市職員が行くので鍵だけ教職員が開

ければよいと言われていたが、実際には市職員は来なかった。
　　（4）避難所開設よりも閉所の方が大変だった。（学校と地域との関

係によるところが大きい。）
２　派遣活動について
　　（1）地域を一緒に回ったり、救援物資の仕分けを手伝ったり、一

緒に教室環境を整えたりして、支援先とよく連携し、受入れ
てもらうことが大切。

　　　　※一緒に作業する中でいろいろな話ができるようになる。
　　（2）どこの被災地でも歓迎されるわけではない。
　　（3）他府県へ派遣されると、期待されるのは、阪神・淡路大震災

を通しての体験談だった。
　　（4）兵庫県教委の代表として派遣されるという意識で活動する。
３　今後の EARTH 員に伝えたいこと
　　（1）これまで蓄積してきたノウハウを活用できるようにしてほし

い。
　　（2）「ハンドブック」、「明日に生きる」、「素材集」等から被災体験

がなくても振り返ることはできる。
　　（3）被災体験は直接被災していなくても、被災者や支援者から話

を聞くことで間接的に語ることはできる。
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（2）②　東日本大震災の教訓
　想定をはるかに超えた災害の中で、各学校では子どもたちの
命を守るため、教職員が子どもたちに寄り添いながら避難の指
示を出し、懸命な避難行動をとった。
　また、各学校では、地域住民や帰宅困難者の避難者を受入れ、
できる限りの避難所運営に取り組んだ。
　しかし、不測の事態を想定した危機管理体制が未整備の部分
もあったことと、津波に対しての日頃の備えが不十分であった
ことも明らかになった。そのため、学校現場の教職員の声を踏
まえて、後世に伝えたい「８つ」の教訓を示すこととした。

教訓 1　防災に対する日頃の教職員の共通理解・共通実践
　　　　子どもたちの命を守る積極的な話し合いと役割分担等

の確認
教訓２　これまでの避難訓練の見直し
　　　　津波等あらゆる災害を想定し、授業時間以外も含めた

避難訓練の実施
教訓３　二次災害に対応した避難場所（二次・三次）の設定・

避難経路の確認
　　　　これまでの想定にとらわれない安全を確保する避難場

所・避難経路
教訓４　状況に応じた安否確認マニュアルの設定
　　　　停電時を想定した通信手段の検討
教訓５　保護者と引き渡しルールを事前に確認
　　　　子どもたちや保護者の命を守る引き渡し方法の確認
教訓６　市町部局と連携した避難所運営マニュアルの整備及び

避難所運営
　　　　地域に根差した防災体制・備蓄品等の整備と関係部局

との役割分担
教訓７　登下校中及び在宅時の避難対応の指導
　　　　いつでも、どこでも避難できる場所の設定・確認と家

族との約束事の確認
教訓８　学校を中心とした専門家による心のケア
　　　　発災後 2・3 年先を見据えた継続した子どもたちと教

職員の心のケア
「みやぎ学校安全基本指針」より
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　阪神・淡路大震災の際に、兵庫県教育委員会は、関係学校、大
学、機関等の理解を得て被災児童生徒の進路等に係る応急対策と
して以下のように対応した。
１　被害状況の調査（児童生徒、教職員、教育施設等）
２　教育の応急対策
　　（1）緊急対応
　　　　①学校の休校措置・転校手続き・教職員定数の確保
　　　　②仮設校舎・避難場所となっている学校等の被災者への

対応と授業の確保
　　　　③避難住民の多い県立学校への県立学校教職員の派遣
　　（2）被災児童生徒への支援対策
　　　　①県立学校等の授業料の免除
　　　　②日本育英会の奨学生への応急採用
　　　　③教科書等学用品の給与
　　　　④高等学校入学者選抜への対応
　　　　　○入学者選抜日程の変更
　　　　　　農業・水産に関する学科、専門学科
　　　　　　　　・・・２月３日→２月 13 日
　　　　　　英語科コース、理数コース、単位制課程
　　　　　　（全日制）
　　　　　　　　・・・２月 17 日→２月 22 日
　　　　　　一般入試の願書受付期間
　　　　　　　　・・・２月 21 日〜２月 23 日
　　　　　　　　　　　→２月 28 日〜３月２日
　　　　　　志願変更期間
　　　　　　　　・・・２月 25 日〜３月１日
　　　　　　　　　　　→３月３日〜３月５日
　　　　　○推薦入学の実施にかかる臨時的措置
　　　　　　日程変更、入学願書の郵送による出願、検査開始時

刻の繰り下げ、遅刻者に対する弾力的取扱を実施
　　　　　○入学考査料の納入の猶予
　　　　　　私立高等学校の入試日程の変更に伴い、県内の私立

高等学校への出願者に対する納入猶予を実施
　　　　　○学力検査等の実施にかかる臨時的措置
　　　　　　・特別試験会場を設置
　　　　　　　通学区域外に避難している生徒で、志願先高等学

校での受験が困難となった者に対して、避難場所

（3）　進路に係る特例措置等の概要
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の近くで受験できるよう配慮
　　　　　　・調査書に被災状況副申書を添付
　　　　　　　合否判定にあたって被災した生徒については、被

災状況副申書を勘案して総合的に判定
　　　　　　・避難先の通学区域の高等学校受験認可
　　　　　　　合格した生徒は、当該高等学校の生徒募集定員の

外数に
　　　　　○避難先の通学区域内の希望する高等学校への通学認

可
　　　　　　・被災のため合格した高等学校に通学できない場合

（当分の間）
　　　　⑤大学入試について
　　　　　○県立大学の入試出願方法の変更等
　　　　　　・２月１日必着の一般選抜出願を当日の「消印有効」

に変更
　　　　　　・電話やＦＡＸによる出願も認可
　　　　　　・県外にも入試会場を設置
　　　　　○特例入試、入学考査料の免除
　　　　　　・全国の国公立大学は通常日程に加え３月下旬から

４月上旬の間に特例的な入試を実施
　　　　　　・県立大学は原則として入学考査料を免除
　　　　⑥私立学校の特例措置
　　　　　・申し入れによって、私立学校の入試時期を半月から

１月遅らせる特例措置
３　相談体制
　　（1）被災者電話教育相談の開設
　　　　・県教委が１月 30 日〜３月 31 日開設
　　　　　（フリーダイヤルで祝日・休日も実施）
　　（2）被災児童生徒の心の理解とケア事業の実施
　　（3）教職員のメンタルヘルス事業の実施
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１　阪神・淡路大震災以降の防災教育
　　「新たな防災教育」の推進
　　「兵庫の防災教育」の推進
　　（1）防災教育協力校　15 校
　　（2）防災教育検討委員会
　　　　提言「兵庫の教育の復興に向けて」
　　　　①災害時における学校が果たす役割と防災機能の強化
　　　　②学校における防災教育の充実
　　　　③心の健康管理
　　（3）防災教育推進体制
　　　　①効果的・具体的方策を協議
　　　　　・防災教育検討委員会
　　　　　・防災教育推進協議会
　　　　　・防災教育推進会議
　　　　　・防災教育推進連絡会議
　　　　②教育復興担当教員の配置

　　　　　心のケア担当教員の配置

　　　　③防災教育専門推進員の配置
　　　　④学校防災組織の整備・充実
　　　　　・市町防災部局、自主防災組織との連携
　　（4）記録集の刊行
　　　　①「震災を生きて」
　　　　②「明日を見つめて」
　　　　③「兵庫県南部地震を考える」
　　　　④「新たな防災教育の推進」
　　　　⑤「新たな防災教育の充実に向けて」

　　　　⑥「震災を越えて」
　　（5）防災マニュアル等の刊行
　　　　①「震災対応マニュアル」
　　　　②「いざというときのＱ＆Ａ９９」
　　　　③「学校防災マニュアル」
　　　　④「学校防災マニュアル改訂版」
　　　　⑤「学校防災マニュアル（H24 年度改訂版）」
　　（6）防災教育副読本等の作成
　　　　①「あしたもあそぼうね」絵本

（4）　兵庫県における教育の復興の取組

Ｈ ７ （1９９5）〜
Ｈ1７（2005）〜
Ｈ ７ （1９９5）
Ｈ ７ （1９９5）

Ｈ ７ （1９９5）
Ｈ ８ （1９９６）
Ｈ ９ （1９９７）
Ｈ10 （1９９８）〜
Ｈ ７ （1９９5）
〜Ｈ1６（2004）
Ｈ1７（2005）
〜Ｈ21（200９）
Ｈ ８ （1９９６）〜

Ｈ ８ （1９９６）
Ｈ ８ （1９９６）
Ｈ ８ （1９９６）
Ｈ ９ （1９９７）
Ｈ10（1９９８）
〜Ｈ1６（2004）
Ｈ1７（2005）

Ｈ ８ （1９９６）
Ｈ10（1９９８）
Ｈ10（1９９８）
Ｈ1８（200６）
Ｈ25（2013）
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　　　　　幼稚園、小学校低学年
　　　　②「あすにいきる」
　　　　　小学校低学年、高学年
　　　　　 「あすにいきる」（改訂版）
　　　　　小学校低学年、高学年
　　　　③「明日に生きる」
　　　　　中学生、高校生
　　　　　 「明日に生きる」（改訂版）
　　　　　中学生、高校生
　　　　④「あすにいきる」「明日に生きる」
　　　　　活用の手引き
　　　　⑤「あすにいきる」「明日に生きる」
　　　　　実践事例集
　　　　⑥「地域素材を生かした防災教育実践事例集」
　　　　⑦「１.17 はわすれない」学習資料
　　　　　小学校低学年、高学年、中学生、高校生
　　（7）周年事業の実施－取組を全国に発信－
　　　　1 周年から 20 周年まで実施
　　（8）防災教育モデル地域指定事業

　　（9）ボランティア教育推進校

　　（10）防災教育研修会の実施
　　　　①防災教育地区別研修会
　　　　　（小・中・高・特別支援学校　年２回）
　　　　②防災教育推進指導員養成講座
　　　　③教育復興担当教員研修会

　　　　④心のケア担当教員研修会

　　　　⑤震災・学校支援チーム（EARTH）
　　　　　訓練・研修会（年２回）
　　（11）防災教育にかかる実態調査
　　（12）震災・学校支援チーム（EARTH）の創設
　　（13）検証・提言事業
　　　　①５年目の検証
　　　　②７年目の検証
　　　　③復興 10 年委員会総括検証・提言事業
　　　　④復興フォローアップ委員会提言）
　　　　⑤復興制度等提言事業

Ｈ ９ （1９９７）

Ｈ ９ （1９９７）

Ｈ23（2011）

Ｈ ９ （1９９７）

Ｈ24（2012）

Ｈ ９ （1９９７）

Ｈ11（1９９９）
Ｈ13（2001）
Ｈ1７（2005）

Ｈ ８ （1９９６）
〜Ｈ ９ （1９９７）
Ｈ ８ （1９９６）
〜Ｈ13（2001）

Ｈ ８ （1９９６）〜

Ｈ ９ （1９９７）〜
Ｈ ８ （1９９６）
〜Ｈ1６（2004）
Ｈ1７ （2005）
〜Ｈ21（200９）

Ｈ12（2000）〜
Ｈ ８ （1９９６）〜
Ｈ12（2000）

Ｈ12（2000）
Ｈ14（2002）
Ｈ1７（2005）
Ｈ22（2010）
Ｈ2６（2014）
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２　心のケア
　　（1）心のケアに関する参考資料の配付
　　　　①「災害を体験した子どもたち」
　　　　②「災害を受けた子どもたちの心の理解とケア－指導資料」

　　　　③「災害を受けた子どもたちの心の理解とケア－研修資料」

　　（2）研修会の実施
　　　　①「災害を受けた子どもたちの心の理解とケア研修会」

　　　　②「学校における心のケアのあり方等に関する研修会」

　　　　③「児童生徒の心の理解とケア事業」

　　　　　  「心の健康に関する研修会」
　　　　④「保健室相談活動研修会」

　　　　⑤「教職員カウンセリングマインド研修」
　　（3）相談事業
　　　　①「災害を受けた子どもたちの心の理解とケア事業」（33 日間）

　　　　　 精神科医による巡回と電話相談
　　　　②「災害を受けた障害児の心のケア相談事業」
　　　　　指導主事等による電話相談等
　　　　③「ひょうごっ子悩み相談センター」の設置
　　　　　  「心の教育総合センター」へ移行
　　　　④「教職員のメンタルヘルスケア事業」
　　（4）学校での対応
　　　　①スクールカウンセラーの配置
　　　　②教育復興担当教員の配置

　　　　　心のケア担当教員の配置

　　（5）「阪神・淡路大震災の影響による児童生徒の心の健康に関する実態調査」の実施

Ｈ ７ （1９９5）

Ｈ ８ （1９９６）

Ｈ23（2011）

Ｈ ７ （1９９5）
〜Ｈ10（1９９８）
Ｈ23（2011）
〜Ｈ25（2013）

Ｈ ７ （1９９5）
〜Ｈ10（1９９８）
Ｈ ９ （1９９７）
〜Ｈ11（1９９９）
Ｈ13（2001）
Ｈ ８（1９９６）
〜Ｈ12（2000）
Ｈ15（2003）

Ｈ ７ （1９９5）

Ｈ ７ （1９９5）

Ｈ ７ （1９９5）
Ｈ10（1９９８）
Ｈ ８（1９９６）

Ｈ ７ （1９９5）〜
Ｈ ７ （1９９5）
〜Ｈ1６（2004）
Ｈ1７（2005）
〜Ｈ21（200９）

Ｈ ７ （1９９5）
〜Ｈ21（200９）
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（1）　災害対策等関係法令及び規則

4　関係法令等

〈国〉
災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）
　　　　　　　  （最終改正：平成 27 年９月 11 日法律第 66 号）
・第３条…国の責務
（災害からの国土並びに国民の生命、身体及び財産の保護）
災 害 救 助 法 （昭和 22 年法律第 118 号）
　　　　　　　  （最終改正：平成 26 年５月 30 日法律第 42 号）
・第１条…目的  （国が応急的に必要な救助を行う）
（地方公共団体、その他団体及び国民の協力の下に行われる）

〈都道府県〉

災害救助法施行令第３条による協議

災害救助法 13 条による実施の委任

災 害 対 策 基 本 法
・第 ４ 条 ･･･ 都道府県の責務（地域並びに県民の生命、身体及び財産の保護）
・第 40 条 ･･･ 都道府県地域防災計画（都道府県地域防災計画の作成）
・第 50 条 ･･･ 災害応急対策及びその実施責任

災 害 救 助 法
・第 ２ 条…救助の対象（都道府県知事は、救助の実施にあたる）
・第 ４ 条…救助の種類等（収容施設の供与、食料・生活必需品の給与等、医療等）
・第 13 条…事務処理の特例（知事から市町村長への実施の委任、市町村長による補助）

災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）（最終改正平成 27 年１月 30 日政令 30 号）
・第３条 …救助の程度、方法及び期間
  （内閣総理大臣が定める基準に従い、あらかじめ、都道府県知事が定める）

災 害 救 助 法 施 行 細 則
　兵庫県は、「災害救助に関する手続等を定める規則」（昭和 38 年規則
第 58 号）で定めている。
・第５条…救助の程度、方法及び期間（避難所設置期間７日以内）

都 道 府 県 地 域 防 災 計 画
　災害対策基本法第 40 条の規定に基づき、地域にかかる災害対策全般に
関し、総合的かつ計画的な防災行政の整備及び推進を図る。

〈市町村〉
災 害 対 策 基 本 法
・第 ５ 条 ･･･ 市町村の責務
・第 42 条 ･･･ 市町村地域防災計画
災 害 救 助 法
・第 13 条 ･･･ 知事からの委任、知事に対する補助

避難所の設置
�
�
�
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　学校の避難所指定及び避難所管理に関して、兵庫県地域防災計
画に記載されている内容は次の通りである。

（2）　学校の避難所指定及び避難所運営について

第２編  災害予防計画  第２章  第 11 節  避難対策の充実（一部抜粋）
２　避難所の指定
　　（1）市町が避難所を指定する場合の順位は、原則として次

の通りとするが、立地条件や施設の耐震性を十分考慮
することとする。

　　　　①公立小中学校　②その他公立学校　③公民館
　　　　④その他の公共施設　⑤その他の民間の施設
　　（2）市町は各市町域における県被害想定による最大規模の

避難者数を収容できる避難所確保を目標とし１施設の
収容者数は概ね数百人程度までとする。

　　（3）市町は、あらかじめ高齢者・障害者等、避難所での生
活において特別な配慮を必要とする者を把握し、福祉
避難所を指定するよう努めることとする。

３　市町の避難所管理運営体制の整備
　　（1）市町は、避難所への職員派遣計画を作成し、派遣基準

を明らかにしておくこととする。
　　（2）避難所開設期間が７日を越えることも想定し避難所管

理・運営体制を整備することとする。
７　避難所管理・運営マニュアルの作成
　　（避難所管理・運営の指針の主な内容）
　　①基本方針
　　　・避難所の目的、機能、対象者等
　　②一般避難所
　　　・避難所指定方針　・管理運営体制の整備
　　　・避難所の施設・設備、備蓄、通信手段
　　　・避難所不足への対応　・管理責任者の配置と役割
　　　・避難者・避難所の情報管理、災害時要援護者の保護
　　　・食料・生活物資等の提供　・女性への配慮
　　　・健康、衛生管理、広報、相談対応等
　　③福祉避難所
　　　・福祉避難所の目的、機能、対象者　・福祉避難所の指定
　　　・必要な施設設備、物資・機材、人材
　　　・社会福祉施設、医療機関等との連携
　　　・運営体制の確保　等
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章

５　資料及び様式集

ここに示す様式は一例であって、
各地域の実態に応じて作成すること。
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（1）　学校再開に向けての関係資料
①　施設・設備の点検チェック表

《点検結果》

Ａ：異状は認められない、または対策済み

Ｂ：異状かどうか判断がつかない、わからない

Ｃ：明らかな異状が認められる

記入者名

点検日

点検箇所
（該当に○）

階

○　○　一　郎

○月　○日（○）

○年○組教室

屋内運動場　　教室　　特別教室
廊下　 昇降口　 外部　 その他

室名○階

点　検　項　目
点検結果
（A･B･C）
※該当結果

に○

変質膨張
特記事項

（具体的な
異状箇所

・状態等）

○ ○

○ ○

○

22

22

23

23

24

24

26

26

27

27

28

28

29

① 天井

照明器具①

窓ガラス

窓ガラス周辺

建具

クレセント

①

②

③

④

外壁（外装材）①

内壁（内装材）①

放送機器・体育器具

空調室外機

①

②

天吊りテレビ

棚置きテレビ

テレビ台

パソコン

①

②

③

④

書棚・ロッカーなど①

Ⅰ 天井

Ⅱ 照明器具

Ⅲ 窓・ガラス

Ⅳ 外壁（外装材）

Ⅴ 内壁（内装材）

Ⅵ 設備機器

Ⅶ テレビなど

Ⅷ 収納棚など

点検チェックリスト（学校用）

番

　号

参
照
ペ
ー
ジ

・
落
ち
そ
う

・
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る

・
垂
れ
て
い
る

・
ず
れ
て
い
る

・
割
れ
て
い
る

・
折
れ
て
い
る

・
破
れ
て
い
る

・
切
れ
て
い
る

・
剥
が
れ
て
い
る

・
ふ
か
ふ
か
す
る

・
膨
ら
ん
で
い
る

・
凹
ん
で
い
る

・
傾
い
て
い
る

・
た
わ
ん
で
い
る

・
ゆ
が
ん
で
い
る

・
曲
が
っ
て
い
る

・
ガ
タ
つ
い
て
い
る

天井材（天井仕上げボード）に
破損等に異状は見当たらないか。

壁に接した天井接
着部分が破損し、
垂れ下がっている。

窓が開かない

パネルが一部
脱落しかけて
いる

取付金具が腐
食している

照明器具に変形、腐食等の異状
は見当たらないか。

建具に変形（たわみ）、腐食、ガ
タつきは見当たらないか。
開閉可能な窓のクレセントはか
かっているか。

本体の傾きや取付金物に腐食、
破損等は見当たらないか。

テレビ本体は天吊りのテレビ台
に固定されているか。
テレビの転倒・落下防止対策を
講じているか。
テレビ台の移動・転倒防止対策
を講じているか。
パソコン機器類の転倒・落下防
止対策を講じているか。

書棚等は取付金物で壁や床に固
定しているか。

空調室外機は傾いていないか。

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

A・B・C

・
腐
っ
て
い
る

・
錆
び
て
い
る

・
シ
ミ
が
あ
る

○

○

○
○

○
○

○

○

○
○

○
○
○
○

○

斜線部分は、該当する
劣化状況が想定されないため、
記入しない。

認められる劣化状況に
○を付ける。

具体的な異状箇所等、
特記すべき内容を記入する。

記入者の氏名、点検日等を
点検する室ごとに記入する。

「劣化状況」欄に記入した異状を
総合的に判断して
A～C のいずれかに○を付ける。
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施設・設備 該当箇所 点検ポイント

天井 教室、体育館 ・ひびが入っていないか。
・膨らんだり、はがれたりしていないか。

ガラス
蛍光灯

教室、廊下、
階段、トイレ、

昇降口

・割れて飛散していないか。
・飛散防止フィルム等ははがれていないか。

ロッカー
本棚等

教室、
特別教室、
図書室、
昇降口

・固定金具は、ゆるんでいないか。
・転倒・移動の危険はないか。
・上部に落下しやすい物を置いていないか。

ガラス器具
食器類

理科室、
家庭科室、
調理室、
実習室

・転倒、落下、破損の危険はないか。
・容器等を重ねて置いていないか。
・棚等収納場所の扉は簡単に開かないか。

薬品類
医薬品類

理科準備室、
保健室

・棚等収納場所の扉は簡単に開かないか。
・薬品どうしの混合により発火する危険が

ある場合は、保管場所、保管方法を考え
てあるか。

・劇薬等の危険性の高い薬品類は、砂箱等
に収納してあるか。

テレビ
ビデオ

コンピューター

教室、
視聴覚室、
コンピュー

ター室

・転倒、落下、移動の危険はないか。
・移動しないように固定してあるか。
・固定金具や固定器具はゆるんでいないか。

工作機械
工作用具

技術室、
実習室

・用具が落下することはないか。
・収納棚等が転倒する危険はないか。

石油ストーブ
ガスストーブ

教室、
職員室、
校務員室

・まわりに引火物はないか。
・安全装置は作動するか。
・タンクに燃料等は残っていないか。

ガス

理科室、
調理室、
給食室、
職員室

・元栓は閉めてあるか。
・ガス管は老朽化していないか。
・ボンベが転倒する危険はないか。
・ガスもれ警報装置等は正常に作動してい

るか。

灯油等油類
調理室、
給食室、
灯油倉庫

・転倒、落下、流出することはないか。
・まわりに引火物はないか。
・消火器等は近くに置いてあるか。

フェンス
サッカーゴール

鉄棒
遊具等

運動場、
中庭

・転倒、移動の危険はないか。
・破損箇所はないか。

【日常点検におけるチェックポイント】

Ⅴ章　データバンク

143



②　引き渡しカード・避難先一覧表
【児童生徒引き渡しカード】

児童生徒氏名 性　別 学年・学級 　　年　　組
　（　　　）番

住 所

引き取り者名

1
児童生徒
との関係 電　話2

3

兄 弟 姉 妹 （　有　・　無　）
※有の場合は右欄を記載 　年　組（　）番 　　　年　　組（　　）番

緊 急 時 の
連 絡 先

（勤務先等）
 電話（　　　　　　　　　　　　）

引 き 取 り
者 署 名 電話 児童生徒

との関係

避 難 場 所

引き渡し日時 　　　月　　　日　　　時 引き渡し
教職員名

避難先一覧表

番号 氏　　名 　年　組 避難先名称 連絡方法
（電話等）

備考（ケガの程度・
避難先移動等）

１

２

３

４

５

はあらかじめ学校で記入しておく。

【コラム】引き取り者がいない児童生徒への対応
①児童生徒が引き取られるまで、安全な場所に集め、その場から離れない

ように座らせ、落ち着かせる。
②必ず教職員が一人は側に付き、児童生徒に安心感を与える。
③落ち着いた段階で自宅に送り届けるが、自宅に家族が不在の場合は、貼

り紙をしておき、引き取り者が来るまで、学校で預かる。
※子どもに不安感を抱かせないように配慮することが大切である。電話が

回復すれば、勤務先または緊急連絡先に電話する。
 「学校防災ハンドブック（平成 24 年度改訂版）」より
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③　建物被害状況チェックシート
　※応急危険度判定調査の前に、施設の安全性を概略チェックする。
○安全点検の方法
　ア　日常の安全点検表を基準にして行うが、状況によっては新

たな点検項目を作り、安全点検表に点検結果を記入する。
　イ　結果の判定は、A、B、C で行う。（A は良好、B は措置可

能、C は措置不可能）
　ウ　点検実施にあたっては形式に流されることなく被害状況を

考慮し、子どもの目の高さで見たり、薬品が漏れていない
か等を具体的に見る。

【建物被害状況チェックシート】（避難所指定の学校施設）

該当施設 区分 評価 確認事項（A・B・C）

校舎内

天井
亀裂がないか。
壁が落ちていないか。
ゆがみがないか。

床破損
腰板破損
窓枠破損
出入り口のドア

教　室 窓ガラス 破損はないか。
飛散したりしていないか。廊　下 窓ガラス

教　室 ロッカー、机、椅子、
教卓、黒板、テレビ、
戸棚、スピーカー、傘
立て、靴箱

転倒したり、移動したりしてい
ないか。昇降口

階　段 防火シャッター 通れるか。
閉まっていないか。非常階段

理科実験室、
保健室、
給食室、
調理室

電気器具 電線が切断していないか。
蛍光灯が破損していないか。

水道 水道管が破損していないか。
水漏れがないか。

ガス 元栓に損傷はないか。

薬品類、ガラス危器具
収納棚が転倒していないか。
薬品が流出していないか。
容器が破損していないか。

手洗い場、便所 水道 水道管が破損していないか。
水漏れがないか。

調理室、
給食室、技術室

食器類 転倒、落下し、流出していない
か。油類

実習室、
音楽室、
視聴覚室

工作機械・用具、
ピアノ、コンピュータ、
放送器具、視聴覚教材

転倒したり、移動したりしてい
ないか。

校　庭 体育固定施設、
遊具施設

転倒したり、移動したりしてい
ないか。
亀裂がないか。
ぐらつきがないか。
ゆがみがないか。
曲がっていないか。

プール シャワー、
浄化消毒装置、排水口

亀裂がないか。
水漏れがないか。
水道管が破損していないか。
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④　避難所としての開放区域
【避難所の開放範囲】（学校の例）

分類 部屋名

第 1 次避難
スペース

・体育館
　  入り口付近に受付・運営事務スペース
　  小部屋がある場合は、女子更衣室や災害時要援

護者用の避難スペースとする。
・多目的教室

第 2 次避難
スペース ・○○校舎校舎 1 階普通教室

避難所運営関係
諸室

・1 階トイレ
・保健室→救護スペース
・給食室→食事準備等のスペース

＊開放しない部屋
・校長室
・職員室、事務室
・理科準備室、家庭科室等危険物のある特別教室

＊予備スペース

・応急遺体安置場所（原則として避難所には遺体を
安置しないが、災害の状況によりやむをえない場
合は、避難スペースと隔離した位置に確保する。）

・屋外に、物資輸送車両等の乗り入れ場所を確保す
る。

開放区域図

※以上の内容は、あらかじめ市町の防災部局と協議して作成し、できれ
ば拡大コピーしたものを保管しておく。
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⑤　当面の予定と教科書等不足調査
【当面の予定の連絡と教科書等不足調査】

（別紙）小学校の例

保護者　様
 ○○市立○○学校
  校長　○○　○○

当面の予定のお知らせと教科書・学用品等の不足調査について
　このたびの災害により、被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し
上げます。
　本校も○○等の被害に遭いましたが、できるだけ早く学校を再開す
るために、総力をあげる所存です。
　つきましては、下記により当面の予定をお知らせするとともに、別
紙により教科書・学用品等の不足調査を行います。
　復旧作業等でご多用とは存じますが、ご協力くださいますようお願
いいたします。

記
１　当面の予定
　　○○月○○日まで、臨時休校とします。
２　今後の予定
　　学校再開予定については、文書・防災無線・掲示物等で後日お知

らせします。

教科書・学用品等の不足調査
 ○○市立○○小学校
　　　年　　　組　　氏　　　名
　　　　　　　　　　保護者氏名

１　教科書等、なくなった物に○をつけてください。
　　国語上（　）国語下（　）書　写（　）社会上（　）社会下（　）

地図帳（　）算数上（　）算数下（　）理　科（　）生活上（　）
生活下（　）音　楽（　）図工上（　）図工下（　）家庭科（　）
保　健（　）

　＊理科・社会・保健は、３年以上　　　＊生活科は、１、２年
　＊家庭科は、５、６年　　　　　　　　＊地図帳は、４、５、６年
２　教材でなくなった物に○をつけてください。
　　算数おけいこセット（　）裁縫道具（　）習字道具（　）
　　図工セット（　）
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
３　文房具でなくなった物に○をつけてください。
　　ノート（　）　鉛　筆（　）　消ゴム（　）　絵　具（　）　画　筆（　）
　　下　敷（　）  定　規（　）  その他（　　　　　　　　　　　　　）
４　通学用品でなくなった物に○をつけてください。
　　運動靴（　）　体操服（　）　傘（　）　　カバン（　）　長　靴（　）
　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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⑥　災害状況報告書
〈学校園様式〉
 平成　　　年　　　月　　　日
 （　　　　時　　　分現在）
教育長　様
 立　　　　　学校（園）長　　　　　　　　　印

災害状況報告書
　平成　　年　　月　　日の　　　　　　　　　により被害が発生しました
ので、報告します。

４　学校施設の被害状況

５　給食施設の稼働可能状況

６　その他特記事項
　　※児童生徒及び教職員の被害状況のうち、死亡の場合、氏名を報告願い

ます。

連絡方法：各学校園→市町教育委員会→教育事務所→県教育委員会総務課

１  園児・児童・生徒の被害状況

校
種

被　害　者　数

死亡 重傷 軽傷 合計 行 方
不明

幼
 人  人  人  人  人

小

中

高

盲
養
聾

計

２  教職員の被害状況

被　害　者　数（職種明記）

死亡 重傷 軽傷 合計 行 方
不明

 人  人  人  人  人

３  避難者受け入れ状況

避　難　者　数

教室 その他 合計

 人  人  人
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⑦　転出者・転入者一覧表
【転出者一覧表】
年
組 氏　名 県内外 転出先

学校名 電話 転出先
住　所 電話 在学

証明
教科書
証明 要録等 健康

診断
転出
月日 備考

※　在学証明書、教科書給与証明書等の作成及び発行
※　転出先校への連絡

【転入者一覧表】
年
組 氏　名 県内外 転出先

学校名 電話 転出先
住　所 電話 在学

証明
教科書
証明 要録等 健康

診断
転出
月日 備考

※　在学証明書、教科書給与証明書等の確認（無くても受け入れる）
※　教科書、学用品等に係る調査票を配布
※　前学校への連絡
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⑧　学校再開のお知らせ
 ○○月○○日
保護者・児童生徒　様
 ○○市立○○学校
 校長　○○　○○

学 校 再 開 の お 知 ら せ

　○○月○○日（　）に、下記のとおり学校を再開します。

記

１　登下校時刻 登校：午前○時
下校：午前○時
給食は○月○日から実施します。

２　集合場所 運動場

３　登下校の方法 集団登校・集団下校
・登校時：教職員及び保護者引率
・下校時：教職員引率

４　持ち物 筆記用具（用意できれば）

５　その他
　　（1）安全のため、登下校時、壊れた物や垂れ下がった電

線等には、絶対にさわってはいけません。
　　（2）登校しても、校舎に入ってはいけません。先生の指

示に従いましょう。（校舎の中には、まだ危険な所が
あります。）
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（2）　心のケア関係資料
①　災害による心的ストレスとその対応

　　（1）災害が引き起こすストレス
　　　　①災害時の恐怖や命に関わるような体験
　　　　②災害による喪失体験（大切な人を亡くす、大切なもの

を失う）
　　　　③継続するストレス（避難所生活等二次的な生活ストレ

ス）
　　　　　ストレスが強い場合、以下の障害を発症することがあ

る。
　　（2）災害後に引き起こりやすい心身の障害 
　　　　①心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）
　　　　・災害・事故・犯罪・テロ等を体験する。または、目の

当たりにする。家族が被害に遭う。
　　　　・その時戦慄恐怖を体験する（強い精神的衝撃）。
　　　　　こうした体験による精神的な後遺症で、このような心

的外傷（心の傷）をトラウマという。
　　　　【心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の主な症状】

　このような症状が１ヶ月以上続き、日常生活に障害が生じてい
る時、心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）と診断される。

ア　再体験
　　　原因となった出来事が、フラッシュバックによって思

い出されたり、夢に繰り返し登場したりすること。また、
出来事を思い出した時に動悸がしたり、冷や汗をかいた
りするといった身体症状も現れる。

イ　回　避
　　　原因となった出来事について、考える事や感情がわき

起こることを避けようとすること。
　　できごとについて話そうとしない。また、出来事の一部

を思い出せなくなることもある。
ウ　覚醒昂進症状（かくせいこうしんしょうじょう）
　　　睡眠障害、イライラしがち、怒りっぽい、集中困難、

過度に警戒心を抱く、刺激に対する過剰反応。
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　　　　②急性ストレス障害（ＡＳＤ）
　　　　　出来事の体験直後に、強いストレス反応が起こること。
　　　　【急性ストレス障害（ＡＳＤ）の主な症状】

　　　　③うつ反応
　　　　　　喪失体験や恐怖体験により、無気力や孤立無援感（ひ

とりぼっちという感情）や自責感（自分を責める）と
いった感情が起こり、それがうつ症状を生み出すこと
がある。

　　　　④心身症
　　　　　　災害ストレスは、身体の弱い器官を直撃する。持病

が悪化したり、胃潰瘍・高血圧等の身体疾患を引き起
こしたりすることがある。

　　　　⑤問題行動
　　　　　　イライラしやすく乱暴になったりすることがある。
　　　　※障害に発展している場合は、すみやかに医療機関につ

なぎ適切な対処を行う。いずれの障害も、適切な治療
とケアで回復する。

※安全・安心・きずなをベースに、少しずつの表現とチャレンジ
することが大切。

 「ストレスマネジメント理論による心とからだの健康観察と教育相談ツール集」より（冨永　良喜著）

　心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）の三大症状に加えて、
解離性症状（感覚や感情の麻痺、現実感等がなくなる等）が
表れる。ＰＴＳＤに移行するか、１ヶ月以内に回復する。

�
�
�

トラウマ反応の強さ
セルフケアと心のケア

安全・安心感

ストレス障害
（ＰＴＳＤ等）

安全・安心感等を
与える事により、
トラウマ反応は弱
まっていく（回復）

時間の経過

表現の分かち合い

チャレンジ
セルフケア

きずな

二次被害
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災害後の教師・カウンセラー・医師の役割（高橋、2005）

　○教師の二つの役割は子どもの教育と子どものセルフケア
の援助を行うこと。

　○教師はスクールカウンセラーとともに子どもたちがグ
リーンゾーンからイエローゾーンへ移ることを予防でき
る。

　○教師は医療行為に従事しないが、医師と協力して子ども
の心のケアにあたる。

災　害

教　師

子どもたち

�
�
� グリーンゾーン

レッドゾーン 医師

イエローゾーン カウンセラー

MEMO
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（年度）

要配慮児童生徒数の推移

小学生 中学生 合計

（人）

８

3812

1982

1830
1935

2154

4089 4106

2426

1680

1711

2394

3392

2060

1332 1239

1903

3142
2549

1429

1120
932

976

556

781

1337

808

533
403

492
341

169 74
89275

1908

4105

９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

阪神・淡路大震災の影響により心の健康について
教育的配慮を必要とする児童生徒数の推移

　小・中学校に在籍する要配慮児童生徒の数は、平成 10 年度の
4,106 名をピークに、全学年において着実に減少していき、平成
21 年度には 74 名となった。

※地震時のトラウマ（恐怖）による要配慮児童生徒数は減少していく
が、家庭経済や家族の要因による二次受傷により配慮を要する児童
生徒数は増加していく。

 「震災を越えて」より

※要配慮児童生徒数が減少するまでには数年を要した。
 「災害を受けた子ども達の心の理解とケア（研修資料）」より

要因別にみた個別に心のケアを必要とする児童生徒数の推移
震災の恐怖によるストレス

（％）

平成８年度 ９年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 16年度

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

家族・友人関係の変化
経済環境の変化

その他
住宅環境の変化

学校環境の変化
通学状況の変化
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　次ページ以降の心と体の健康観察を実施する際は、①〜④を
セットで行う。

　①「大変な出来事があったあと、やってみよう！」
 →Ｐ 156 へ

　②「心と体の健康観察（小学生・中高生用）」
 →Ｐ 158 〜 163 へ

　③「リラクセーションの実際」
 →Ｐ 164 へ

　④心と体の健康観察（小学生・中高生用）」を活用した個別教
育相談（教師とスクールカウンセラーによる）

　※①〜③については１コマの授業で行う。
　※他者（教師やカウンセラー）が子どものストレスを調査する

アンケートではなく、子ども自身が自分のストレスをセルフ
チェックするための教材としてとらえる。

　※②「心と体の健康観察」のみを配付して実施しない。
　※「心と体の健康観察（小学生・中高生用）」の実施時期は、

大災害なら学校再開から６ヶ月以降（状況をみて判断をす
る）、それまでは、睡眠・食欲等の健康チェックのみを行う。

　※保護者へ事前に「心と体の健康観察」実施の案内文を出す。
　※子どもには、「やりたくなければやらなくていい、途中でや

めてもいい」と説明し、同意を得ること。家族を亡くした子
どもには、事前に個別で、どんなことをやるのか、保健室で
実施することもできることを伝える配慮をする。

②　心と体の健康観察実施方法
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・大変な出来事があったあと、やってみよう！
心とからだのほっと安心

　大変なことがあると、心とからだがとってもがんばります。心
とからだにいつもと違った変化がおきます。それは誰にでも起こ
る自然な変化です。人は心とからだの変化を小さくしていく力を
持っています。「こうすればその変化が小さくなるよ」というや
り方をみなさんに伝えます。

心とからだの変化
1. 過覚醒（びっくり・興奮）

こうすればいいよ！

落ち着く・リラックス

信頼できる人に
話を聴いてもらう

2. 再体験（思い出してつらい！）

なかなか眠れない

力をいれて、ふわーっと
力を抜くといいよ

息をゆっくりはく

楽しいイメージを
浮かべる

ちょっとしたことで
ドキッとする

イライラ
むしゃくしゃする

こわい夢をみる

思いだしたくないのに思いだす

思いだしてドキドキ
したり、苦しくなる

Ⅴ章　データバンク

156



楽しいことをする
　　／少しずつチャレンジ

もし、つらいことがあっても、きずなの力で乗りこえよう！

3. マヒ・避ける（回避）

4. マイナスの考えがうかぶ

自分が悪かったって
思わなくていいよ

本当のことと
思えない

　まずは楽し
いことを見つ
けましょう！
　そして少し
ずつチャレン
ジしましょう。

　防犯教育・いじめ防止教育・防災
教育はつらいことを思いだすけど、
命を守る大切な教育です。少しずつ
避けていることにチャレンジしま
しょう！

つらいことがあっても、思いきり楽しんでいいんですよ
君たちには、未来をきりひらく力があります

つらいことに向き合うときと、楽しむときを切りかえて
前に進んでいきましょう！

自分が悪かったと
思ってしまう

　ゲームばかりは良くないよ
　音楽やスポーツ等趣味を持とう
　人はマイナスの考えをエネルギー
にして、プラスの考えに変えていく
ことができます。
　マイナスの考えを将来の夢へのエ
ネルギーにしよう
　人の命を守る仕事につくよ
　この街をこの国をつくっていこう！

楽しいはずのことが
楽しくない

ひとりぼっちな
気がする

絵：小川香織　文：冨永良喜

「ストレスマネジメント理論による心とからだの健康観察と教育相談ツール集（あいり出版）」より（冨永　良喜著）

なみだがでない

ニュースは見たくない聞きたくない

そのことは話さない
その場所をさける
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・心
こころ

と体
からだ

の健
け ん こ う

康かんさつ（小
し ょ う が く せ い よ う

学生用）

この１週
しゅうかん

間（先
せんしゅう

週から今
き ょ う

日まで）に、つぎのこ
とがどれくらいありましたか？あてはまるとこ
ろに○をしてください。

ない
ない

（０）

少
すこ

しある
１・２日

にち

ある
（１）

かなりある
3-5 日

にち

ある
（２）

ひじょうにある
ほぼ毎

まいにち

日ある
（３）

１
なかなか、眠

ねむ

れないことが
ある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

２
むしゃくしゃしたり、いら
いらしたり、かっとしたり
する

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

３
小
ちい

さな音
おと

やちょっとしたこ
とで、どきっとする

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

４
いやな夢

ゆめ

や、こわい夢
ゆめ

をみ
る

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

５
ちょっとしたきっかけで、
思
おも

い出
だ

したくないのに、思
おも

い出
だ

してしまう

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

６
つらかったことを思

おも

い出
だ

し
て、どきどきしたり、苦

くる

し
くなったりする

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

７
つらかったことは、現

げんじつ

実の
こと・本

ほんとう

当のことと思
おも

えな
いことがある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

８
悲
かな

しいことがあったのに、
どうして涙

なみだ

がでないのかな
と思

おも

う

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

９
つらかったことについて
は、話

はな

さないようにしてい
る

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

あなたの名
な ま え

前　　　　　　　　男
おとこ

・女
おんな

　　　　年
ねん

　　　組
くみ

　　出
しゅっせきばんごう

席番号
　このアンケートは、心

こころ

とからだの健
けんこう

康をふりかえるためのものです。眠
ねむ

り、イライラ、
勉
べんきょう

強への集
しゅうちゅうなど

中等、自
じ ぶ ん

分の心
こころ

とからだについてふりかえってみましょう。大
たいへん

変なことが
あったら、心

こころ

とからだがいろいろ変
へ ん か

化します。それはとても自
し ぜ ん

然なことです。でも、そ
の変

へ ん か

化が強
つよ

くつづくと、毎
まいにち

日の生
せいかつ

活が楽
たの

しくなかったり、安
あんしん

心できません。その変
へ ん か

化に
は「こうすればいい」というやり方があります。自

じ ぶ ん

分の心
こころ

とからだの変
へ ん か

化を知
し

って、よ
りよい対

たいおう

応をしましょう。また、アンケートをみて、やりたくないと思
おも

った人
ひと

は、むり
にやらなくてもいいです。とちゅうでやめたくなったらやめてもいいです。

 今
き ょ う

日は　　　年
ねん

　　　月
がつ

　　　日
にち
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「つらかったこと」（６, ７, ９）ときかれて、あなたはなにを思
おも

いうかべましたか？（あてはま
るものすべて○してください）
１災

さいがい

害［　　　　　］　2 そのほかのこと [　　　　　　　　　］（書
か

ける人
ひと

は書
か

いてね）
３両

りょうほう

方　　　４思
おも

いうかばなかった

このアンケートをして気
き

づいたことや、今
いま

の気
き

もちを書
か

ける人
ひと

は書
か

いてください。絵
え

をかいて
もいいよ。

この授
じゅぎょう

業の感
かんそう

想をかいてください。

「ストレスマネジメント理
りろん

論による心
こころ

とからだの健
けんこうかんさつ

康観察と教
きょういくそうだん

育相談ツール集
しゅう

（あいり出
しゅっぱん

版）」より（冨
とみなが

永　良
よしき

喜著
ちょ

）

ない
ない

（０）

少
すこ

しある
１・２日

にち

ある
（１）

かなりある
3-5 日

にち

ある
（２）

ひじょうにある
ほぼ毎

まいにち

日ある
（３）

10
自
じ ぶ ん

分が悪
わる

い（悪
わる

かった）と
責
せ

めてしまうことがある
ない　

（０）
ある　

（１）
ある

（２）
ある

（３）

11
楽
たの

しかったことが楽
たの

しいと
思
おも

えないことがある
ない　

（０）
ある　

（１）
ある

（２）
ある

（３）

12
自
じ ぶ ん

分の気
き も

持ちを、だれもわ
かってくれないと思

おも

うこと
がある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

13
頭

あたま

やお腹
なか

が痛
いた

かったり、か
らだの調

ちょうし

子が悪
わる

い
ない　

（０）
ある　

（１）
ある

（２）
ある

（３）

14
ごはんがおいしくないし、
食
た

べたくないことがある
ない　

（０）
ある　

（１）
ある

（２）
ある

（３）

15
なにもやる気

き

がしないこと
がある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

16
勉

べんきょう

強に集
しゅうちゅう

中できないことが
ある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

17
学
がっこう

校を遅
ち

こくしたり休
やす

んだ
りすることがある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

18
学
がっこう

校では楽
たの

しいことがいっ
ぱいある

ない　
（０）

ある　
（１）

ある
（２）

ある
（３）

19 友
とも

だちと遊
あそ

んだり話
はな

したり
することが楽

たの

しい
ない　

（０）
ある　

（１）
ある

（２）
ある

（３）
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・心と体の健康観察（中・高校生用）

このアンケートは、心と身体の健康をふりかえるためのものです。眠り、イライ
ラ、勉強への集中等、自分の心と身体についてふりかえってみましょう。

大変なことがあったら、心と身体が色々変化します。それはとても自然なことで
す。でも、その変化が強く続くと、毎日の生活が楽しくなかったり、安心できません。
その変化には「こうすればいい」というやり方があります。自分の心と身体の変化
を知って、よりよい対処をしましょう。

アンケートをみて、やりたくないと思った人は、むりに、しなくてもいいです。
途中でやめたくなったら、やめてもかまいません。それでは、落ち着いて、回答し
て下さい。

この１週間（先週から今日まで）に、次のこ
とがどれくらいありましたか？あてはまると
ころに○をしてください。

ない
ない

（０）

少しある
１・２日ある
（１）

かなりある
3-5 日ある
（２）

非常にある
ほぼ毎日ある
（３）

１ なかなか、眠れないことがある 0 1 2 3

２ なにかをしようとしても、集中できな
いことがある 0 1 2 3

３ むしゃくしゃしたり、いらいらしたり、
かっとしたりする 0 1 2 3

４ からだが緊張したり、感覚がびんかん
になっている 0 1 2 3

５ 小さな音やちょっとしたことで、ど
きっとする 0 1 2 3

６ つらかったことが頭から、離れないこと
がある 0 1 2 3

７ いやな夢や、こわい夢をみる 0 1 2 3

８ 夜中に目がさめて眠れないときがある 0 1 2 3

９ ちょっとしたきっかけで、思い出したく
ないのに、思い出してしまう 0 1 2 3

10 つらかったことを思い出して、どきどき
したり、苦しくなったりする 0 1 2 3

11 つらかったことは、現実のこと・本当
のことと思えないことがある 0 1 2 3

12 悲しいことがあったのに、どうして涙
がでないのかなと思う 0 1 2 3

13 つらかったことは、できるだけ考えな
いようにしている 0 1 2 3

14 つらかったことを、思い出させる場所や
人や物には近づかないようにしている 0 1 2 3

15 つらかったことについては、話さない
ようにしている 0 1 2 3

氏名　　　　　　　　　　　　男・女　　　　年　　　組　　出席番号

 今日は　　　年　　　月　　　日
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ない
ない

（０）

少しある
１・２日ある
（１）

かなりある
3-5 日ある
（２）

非常にある
ほぼ毎日ある
（３）

16 自分が悪い（悪かった）と責めてしま
うことがある 0 1 2 3

17 だれも信用できないと思うことがある 0 1 2 3

18 どんなにがんばっても意味がないと思
うことがある　 0 1 2 3

19 楽しかったことが楽しいと思えないこ
とがある 0 1 2 3

20 自分の気持ちを、だれもわかってくれ
ないと思うことがある 0 1 2 3

21 頭やお腹が痛かったり、からだの調子
が悪い 0 1 2 3

22 ご飯がおいしくないし、食べたくない
ことがある 0 1 2 3

23 なにもやる気がしないことがある 0 1 2 3

24 授業や学習に集中できないことがある 0 1 2 3

25 カッとなってケンカしたり、乱暴になっ
てしまうことがある 0 1 2 3

26 学校を遅刻したり休んだりすることが
ある 0 1 2 3

27 だれかに話をきいてもらいたい 0 1 2 3

28 学校では、楽しいことがいっぱいある 0 1 2 3

29 私には今、将来の夢や目標がある 0 1 2 3

30 ゲーム、携帯、インターネッ等はやり
すぎないように気をつけている 0 1 2 3

31 友だちと遊んだり話したりすることが
楽しい 0 1 2 3

「つらかったこと」（6,10,11,13,14,15）と聞かれて、あなたは何を思いうか
べましたか？
１災害　2 いじめ　３ほかのこと［　　　　　　　　　　　］（書ける人は書いてね）
４思いうかばなかった

1, このアンケートをして気づいたことや、いまの気持ちを書ける人は書いてください。

2, この授業の感想を書いてください。 

「ストレスマネジメント理論による心とからだの健康観察と教育相談ツール集（あいり出版）」より（冨永　良喜著）
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・心と体の健康観察（保護者用）
記入者 １父　　２母　　３祖父　　４祖母　　５その他（　　　　）

人は強い恐怖やストレスにさらされると、心と身体にいろいろな反応が生じます。
それらの反応は、だれにでも起こる自然な反応です。人は、それらの反応を小さく
する回復力をもっています。ただし、不便な生活が続いたり、安全や安心がおびや
かされると、月日がたっても、それらの反応はなかなか小さくならないことがあり
ます。それぞれの反応には適切な関わり方と対処法があります。

このアンケートは、子どもにとって身近な人が、適切な関わり方と対処法を考え
るきっかけにするためのものです。子どもたちの今の心と身体・行動について、担
任・養護教諭やスクールカウンセラー等が把握し、今後の心のサポートに役立てた
いと思います。ご協力いただければ幸いです。

なお、回答するお気持ちになれないときは、回答されなくてもかまいません。
１　日ごろお子様を養育されている方がご記入いただければ幸いです。
２　かならずお子様のお名前をご記入下さい。
３　回答いただける方は、お配りした封筒に入れて、　月　日までに、担任まで提

出ください。
４　全体の傾向を統計的に分析報告することはあっても、個人のプライバシーは守

られますのでご安心下さい。

この１〜２週間のお子様の様子をお聞かせ下さい。
次のことがどれくらいありましたか？あてはまる数
字に○をつけてください。

ない 少し
ある

かなり
ある

非常に
ある

あなたのお子様は、
１ 寝付きが悪かったり、眠れていないようだ 0 1 2 3
２ テンションがあがり、落ち着かない 0 1 2 3
３ いらいらしやすく、ちょっとしたことで怒る 0 1 2 3
４ 警戒して用心深くなっている 0 1 2 3

５ 少しの揺れや物音等で、どきっとしたりびくっとす
る 0 1 2 3

６ あの出来事のことを繰り返し話したり、話し続けたり
する 0 1 2 3

７ 怖い夢を見たり、うなされたり、夜中に突然起きて
叫んだりしている 0 1 2 3

８ 思い出したくないことを、思い出してしまいつらい
という 0 1 2 3

９ あの出来事についての遊び（災害ごっこ・事件ごっこ等）
を繰り返したり、ノート等に書いたり絵を描いている 0 1 2 3

10
あの出来事に関係すること（ＴＶのニュース・防災訓
練や追悼式等）で過敏な反応（身体の不調、過呼吸、
大泣き等）がある

0 1 2 3

11 笑顔が少なく、ぼおっとしたり表情が乏しい 0 1 2 3
12 心配かけないように、一人でがまんしている 0 1 2 3
13 悲しくて、つらいはずなのに、明るく振る舞っている 0 1 2 3

14 あの出来事を思い出させる場所等をいやがったり避
ける 0 1 2 3

15 あの出来事に関係することの話をしたり、聞いたり
することをいやがる 0 1 2 3

16 自分を責めたり、自分が悪かったと思っている 0 1 2 3
17 「人が信じられない」と言ったり、思っている 0 1 2 3

今日は　　　年　　　月　　　日
ふりがな 性別 年齢 学年 クラス 出席番号
お子様のお名前 男  女 才 年 組 番
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18 「こんなことがあるんだから、どんなにがんばっても
仕方ない」と無気力になっている 0 1 2 3

19 以前は一人でできていたことができなくなった 0 1 2 3
20 保護者（親等）から離れられない 0 1 2 3
21 よく甘えるようになった 0 1 2 3
22 外出を怖がるようになった 0 1 2 3
23 食べ物や健康について不安を感じている 0 1 2 3
24 これからの生活や将来の自分について不安を感じている 0 1 2 3

25 いじめられたり差別されるのではないかと心配して
いる 0 1 2 3

26 腹痛・頭痛等身体の具合がよくない 0 1 2 3
27 涙もろくなったり、落ち込んだりしている 0 1 2 3
28 勉強に集中できなくなったり、成績が下がってきた 0 1 2 3

29 乱暴（暴言・物を投げる・人にあたる等）になるこ
とがある 0 1 2 3

30 登校・登園をいやがる 0 1 2 3
31 家族や友達とのつながりを大切にするようになった 0 1 2 3
32 やりたいことや将来の目標がみつかった 0 1 2 3

33 社会の出来事に関心をもち、自分の意見や考えを述
べるようになった 0 1 2 3

34 少々の困難にも負けないようになった 0 1 2 3

35 感謝する気持ちが強くなり、一日一日を大切にする
ようになった 0 1 2 3

a 出来事の被害（家族や親友の命の喪失・家屋損壊・原発・経済的打撃）は、
０なかった　１少しあった　２かなりあった　３非常にあった

b この出来事前に「つらいこと」（いじめ・暴力・事故・別離）は、
０なかった　１少しあった　２かなりあった　３非常にあった

お子様のこと、保護者様ご自身のこと、心のケアについてのご質問等、自由にお書き下
さい。

お子様のことで、相談を希望されますか？
　１希望する（□担任、□養護教諭、□スクールカウンセラー、□（　　　　　　　　））
　２希望しない

「ストレスマネジメント理論による心とからだの健康観察と教育相談ツール集（あいり出版）」より（冨永　良喜著）
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１　腹式呼吸（落ち着くためのリラックス）
　　（1）最初にお腹をへこませて、口でゆっくり息をはきます。
　　（2）おへその下 10 センチぐらいの所（丹田）に軽く手のひらを当てて

ください。
　　（3）まず口を大きく開けて「ハー」と息をはき、続いて口をすぼめ「フー」

と肺の中の空気を出し切ります。
　　（4）お腹をへこませながら、できるだけゆっくりと時間をかけながら息

をはきます。
　　（5）次に、お腹を出しながら鼻からゆっくり息を吸います。
　　（6）「ゆっくり」を意識しながら自分のペースでおこなえばよいのです

が、目安がほしいなら「はく：吸う＝２：１」と考え、６秒ではき、
３秒で吸えばよいでしょう

　　（7）慣れたら、できるだけ長くできるようにしていきましょう。
　　（8）息をはくとイライラや疲れ、悪いエネルギーが身体の外に出てくる

イメージになります。身体に力を入れず呼吸すると更に効果的です。

２　動作によるリラックス法（眠りのためのリラックス）
　　（1）楽な姿勢をとってください。
　　（2）両手首を少し曲げます。
　　　　①あまり力を入れすぎずに、緊張を感じるぐらいでいいのです。
　　　　②はい、バタンと一気に（手首の）力を抜きます。
　　　　③両腕が重たい感じ、あたたかい感じ、さらに、指先の力が抜けて

いくような感じがするかもしれません。
　　（3）今度は、足首に力を入れます。
　　　　①足首を曲げます。
　　　　②他の腕や背中に思わず力が入っていないか点検します。
　　　　③はい、バタンと足首の力を抜きます。
　　　　④両足が重たくて、あたたかい、足の指先から疲れが抜けていく感

じを感じることができるかもしれません。
　　（4）今度は上体、背や肩に力を入れます。
　　　　①肩を開きます。ひじや足に思わず力が入っていないか点検します。
　　　　②はい、肩や背中の力を抜きます。
　　（5）次は腰とお尻です。
　　　　①お尻にぎゅっと力を入れます。
　　　　②肩や背中に思わず力が入っていませんか。
　　　　③はい、ふわっと力を抜きます。
　　（6）最後に、顔です。
　　　　①眼をぎゅっとつぶります。コンタクトをしている人はつぶらなく

てもかまいません。
　　　　②歯を噛み締めます。顔に力が入っています。
　　　　③両手まで力が入っていませんか。
　　　　④はい、顔の力を抜いて。
　　　　⑤顔はすうっとして気持ちがいい。
　　（7）今度は手首・足首・上体・腰・顔、身体全部に力が入っています。
　　　　①顔だけ力を抜きます。他のところは力を入れたまま。
　　　　②次に腰とお尻の力を抜きます。上体や手や足は力を入れたまま。
　　　　③足首、最後に手首の力を抜きます。

③　リラクセーションの実際−１
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　　　　④はい、全部の力が抜けました。
　　　　⑤力が抜けて、気持ちいい。身体が軽くなったり、重たく感じたり、

あたたかく感じたりすることがあるかもしれません。
　　　　⑥もし寝付けない時に、布団の中でこれをするとぐっすり寝られま

す。
　　　　⑦もし、今から勉強やスポーツをしようと思っている時は、「勉強

に集中することができます」「スポーツで自分の力を発揮するこ
とができます」と自分のメッセージを送ってもいいでしょう。

　　（8）いきなり眼を開けるとぼんやりしますので、手をグーパーグーパー
します。「今から勉強をするぞ、スポーツをするぞ」と、やる気のメッ
セージを身体に送ってください。そして、ひじを曲げ伸ばしして足
をピンと伸ばして、手を左右に動かしてすっきり眼を開けます。

３　絆のワーク（同性同士で二人一組になる）
　　（1）同性同士で、体験する人、応援する人を決めてください。
　　　　①後ろの人（応援する人）は手に思いやりを込めてください。
　　　　②肩に優しく手を置きます。まず

肩の外側に置いてみましょう。
　　　　　それから肩の内側、首の近く、

背 中 の あ た り に 置 い て み ま
しょう。

　　　　③「どこに手を置いたら心地い
いですか？」と前の人に尋ね
てください。

　　　　④今度は重たく置いてみてくだ
さい。そして軽く、ゆっくり
ゆっくり力を抜いていってく
ださい。そして、もう触れて
いるか触れていないかわから
ないくらいに。後ろの人は「ど
のくらいの重さで置いたらい
いですか」と尋ねてください。

　　（2）前の人は肩があたたかくなってきたので、大きく深呼吸をしてみて
ください。息を大きく吸って、ゆっくり吐いていきます。そうする
と、「今息を吐いているな」と後ろの人が感じることができるかも
しれません。

　　（3）前の人はもっと元気が出てきたら、ちょっと頑張ってみることにし
　　　　ましょう。勉強やスポーツ、頑張るときは体に力を入れますよね。
　　　　肩をあげるという動作で頑張りを表現してみましょう。肩を大きく
　　　　あげて、今勉強を頑張っています、スポーツを頑張っています。肩
　　　　だけ力を入れたらいいのだけど、手とかに力が入ってないかなあ。
　　　　はい、ストーン。あっ、頑張れた。
　　（4）後ろの人は良かったなと思って、手を 1 ミリずつゆっくり離して
　　　　いきます。手が離れていっても、後ろの人の応援している感じがずっ
　　　　と残っているかもしれません。
　　　　前の人はありがとう、後ろの人は頑張ったねと言って、ペアをチェ
　　　　ンジしましょう。
 EARTH 訓練・研修会での冨永良喜兵庫教育大学大学院教授の指導より
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リラクセーションの実際−２
１　導入（10 秒呼吸法）
　　（1）腹式呼吸の説明
　　（2）１〜４秒で吸う　（3）５秒で止める　（4）６〜 10 秒で吐く
　　　　（３回繰り返す）
２　簡易自律訓練法
　　　椅子に深く腰をかけ、手を膝の上において、楽な姿勢をとってく

ださい。ネクタイや時計等身体を締め付けるものがあれば、ゆる
めたり外したりしてください。目を閉じて、ゆっくり呼吸してく
ださい。３つ数えて、手をたたくと元に戻ります。

　　（1）手足が重たくなります
　　（2）身体全体が重たくなります
　　（3）気持ちはだんだん落ち着いてきています。椅子の中に沈んで

いくような感じですね
　　（4）手足があたたかくなります
　　（5）身体全体があたたかくなります
　　（6）気持ちはとても落ち着いています
　　（7）重たくてあたたかくてゆったりした感じです
　　（8）（心地よいイメージの導入）
　　　　あなたは今広い草原の中にいます
　　　　とても気持ちいいですね
　　（9）重たくてあたたかくてゆったりした感じです
　　（10）気持ちはとても落ち着いています
　　（11）（戻るための準備の導入）
　　　　草原から戻ってきています
　　（12）３つ数えて、手をたたくともとに戻ります。もとに戻るとと

ても気持ちがよくなっていますよ
　　（13）１・２・３　（手をたたく）
　　（14）深呼吸をして手足をのばしましょう
３　グループワーク
　　（1）今回の出来事について順に話し合ってみましょう
　　（2）体験の言葉による排出
　　（3）安全感の確認、３つの安全感
　　　　・大丈夫、二度とあなたはそのような危険な目に遭うことはな

いですよ
　　　　・あなたのそばにはいつもわたしがいますよ
　　　　・あなたの辛さは誰にでも起こる正常な反応なのですよ
　　（4）終了
４　終了（もう一度呼吸法）
 H13（2001）年 EARTH 心のケア班学習会における高橋　哲　芦屋市生活心理学研究所所長の指導より
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　市町派遣職員、学校施設管理者（学校長）、または自主防災組
織代表者等は、ハンドマイク、放送設備等により、避難者に次の
ように呼びかけます。

（１）避難所開設準備中：運動場等での待機要請

　こちらは「校長の○○」です。ただいま、避難所の開設の準備
を進めております。
　施設の安全性が確認され次第、みなさんを案内しますので、
①しばらくは「○○○」で待機をお願いします。
②現在わかっている災害情報は「●●●●・・・・」です。
　この地区の被害状況は確認中で、はっきりしたことはわかって
いません。▲▲市町災害対策本部が設置され、関係機関とともに
対策が進められていますので、落ち着いて行動してください。
　なお、③負傷された方、体調が悪い方がいらっしゃいましたら
申し出ください。
　また、みなさんの中で④避難所の開設準備にご協力いただける
方がありましたら、申し出てください。
　以上です。

（２）受付時：避難者の誘導案内

　こちらは「校長の○○」です。ただいま、施設の安全が確認さ
れ避難所の準備が整いましたので、みなさんを案内します。
　早い者勝ちではありません。私の申し上げる順に、世帯ごとに
受付に来てください。受付で、世帯の代表の方におなまえ・住所
等を記入いただき、ルールを確認いただいてから入室いただきま
す。（地区順に受け付ける場合もある）身体の不自由な方やお年
寄り、乳幼児等を優先します。
　入室後はご近所の方同士で集まるようにしてください。よろし
くお願いします。

①　避難誘導呼びかけ文例

（3）　避難所運営関係資料

伝達内容：①待機場所の確認　②情報提供　③支援者の確保
　　　　　④負傷者の対応

伝達内容：地区ごとの区画指定の事前確認
　　　　　（早い者勝ちを避けるため）
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②　避難者家族票
避難所施設名：　　　　　　立　　　　　　学校

世帯代表者
住　所 〒　　　－　　　　／
電　話 （　　　）　　　－　　　／携帯：

避難所入所
年月日

年 ＜家屋の被災状況＞　全壊  ・  半壊  ・  一部損壊
　　　　月　　　日（　　　） 　断水  ・  停電  ・  ガス停止  ・  電話不通  ・  不明

午前 ・ 午後 　　　時　　　分 ＜その他の状況＞
（ ）

食物アレルギーについて ない  ・  ある　＊何に反応しますか？→（　　　　　　　　　　　）

その他の事項

例：要介護、要手話・要通訳等

＜親族等の連絡先＞ ＜要援護者の内訳＞
住所 ア）乳児　　イ）幼児　　ウ）妊産婦の方

エ）65 歳以上の高齢者
氏名 オ）要介護者・病人

カ）身体障がい者
電話（　　）　　 － 　　／携帯 キ）日本語がわかりにくい方（外国人）

安否の問い合わせがあったときに、こたえてよろしいか はい　　　　いいえ
退出年月日 　　　　年　　　月　　　日（　　）　午前・午後　　　時　　　分

退出後の連絡先等
住　所
電話等

連絡先の問い合わせがあったときに、こたえてよろしいか はい　　　　いいえ
※受付が集中した時は、太線枠内を記入する。その他は後で記入・確認する。

フリガナ
氏　　名 年齢 性別

児童生徒
学校名

・学年等

要援護者
（下欄の記号で）

今すぐに生活に必要なもの
（紙おむつ・粉ミルク・薬等）

１
代表者

男・女

２ 男・女

３ 男・女

４ 男・女

５ 男・女

６ 男・女
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③　在宅被災者リスト・災害時要援護者リスト
【在宅避難者リスト】

作成日（　　）月（　　）日　午前・午後（　　　）時　作成者（　　　　　　　　　　）
氏名 ふりがな 年齢 性別 電話 地区名 住所 所帯主名 備考

１ 男・女

２ 男・女

３ 男・女

４ 男・女

５ 男・女

【災害時要援護者リスト】
作成日（　　）月（　　）日　午前・午後（　　　）時　作成者（　　　　　　　　　　）

氏名 ふりがな 年齢 性別 要配慮の
内容（＊） 具体ニーズ 世帯人員数 対応

１ 男・女

２ 男・女

３ 男・女

４ 男・女

５ 男・女

　　※安否確認時に検索ができるよう、必ずふりがなをつける。

　　＊要配慮の内容
　　　1．重度の傷病　　　２．介護を要する障害者・高齢者等
　　　３．2 に該当しない障害者・高齢者等
　　　４．乳児　　５．産婦　　６．日本語を解さない外国人　　７．その他

水・食料の配布等避難所での救援対策を受けている在宅の避難者の情報を把
握するためのもの。
内容は、基本的に、避難者リストと同じである。

※これは、災害発生直後から最低限必要な内容（災害弱者の概要等）を把握
するための例を示したものであり、表計算ソフト等で作成することにより、
入力が可能かつ必要となる段階で随時、項目を増やして充実することとす
る。当初から多くの情報を求めて時間を費やすよりも、まずは迅速に必要
な情報を把握し、個別対応をスタートすることが大切である。
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１　基本的な考え方
　　一般の指定避難所においては、避難者全員に対する機会の平

等性や公正性が重視されがちであるが、災害時要援護者の多
様なニーズを踏まえ、「一番困っている人」を優先する姿勢
で柔軟かつ臨機応変に対応する。

２　対象者別の配慮事項（例）

④　避難所における災害時要援護者への援助方針

対象者 配慮事項

高齢者

・高齢者は不便な避難生活で休息に活動力が低下、
寝たきり状態になりやすいので、健康状態に十分
配慮するとともに、可能な限り運動できるスペー
スを確保する。

視覚障害者
・仮設トイレを屋外に設置する場合は、壁伝いに行

くことができる場所に設置する等、移動が容易に
できるよう配慮する。

聴覚障害者
・伝達事項は、紙に書いて知らせる。
・盲ろう通訳・介助員、手話通訳者、要約筆記者等

を派遣する。

肢体不自由者 ・車いすが通れる通路を確保する。
・トイレのスペース確保に配慮する。

 内部障害者・難病
 患者等

・医療機関等の協力により巡回診療を行うほか、定
期的な治療の継続のための移送サービスを実施す
る。

知的障害者
・環境の変化を理解できずに気持ちが混乱したり、

精神的に不安手になる場合があるので、気持ちを
落ち着かせるよう配慮する。

精神障害者 ・孤立することがないよう、知人や仲間と一緒に生
活できるよう配慮する。

発達障害者
・変化に対する不安や抵抗、こだわりが強く避難所

生活になじめないこともあるので、プライバシー
を保てるスペースを確保するよう配慮する。

乳幼児 ・乳幼児のためのベビーベッド、授乳の場を用意す
る。

妊産婦 ・安静に休息ができるスペースや搾乳、授乳できる
スペースを設ける。

 日本語に不慣れな  
 外国人 ・必要に応じて通訳ボランティア等を派遣する。

「災害時要援護者支援指針（兵庫県災害時要援護者支援対策委員会）」より
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⑤　避難所開設状況報告書
【避難所開設状況報告書（速報）】

報告日時 　　　　　年　　　月　　　日（　　　）　午前・午後　　　時　　　分

学　校　名 報告者氏名

緊急連絡先 TEL 連絡先氏名

報告事項
１　避難所開放区域

開放区域名 特記事項（主な被害状況等）

体　育　館

２　避難所に係る設備
設備名 使用可能状況 特記事項（主な被害状況等）

トイレ １　可　・　２　不可

水　道 １　可　・　２　不可

電　気 １　可　・　２　不可

ガ　ス １　可　・　２　不可

電　話 １　可　・　２　不可

ＦＡＸ １　可　・　２　不可

放 送 設 備 １　可　・　２　不可

３　避難者の状況

現在の避難者

約　　名

報告先 TEL FAX

男

小学生
まで 中学生 高校生 名 18歳以上

乳児 幼児名

名

名 名

名 身体障害者

65歳以上高齢者名要介護者
・病人

日本語を
解さない外国人

名 名

名

名

名

女

内

　訳

内

　訳
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⑥　食料等物品要請書・受領書・救援物資管理表
【食料等物品要請書】

日　　時 　　　　　年　　　月　　　日（　　　）午前・午後　　　　時　　　　分

避難所名  学校避難所

連 絡 先 TEL　　　　　FAX 担当者

【食料等物品受領書】
日　　時 　　　　　年　　　月　　　日（　　　）午前・午後　　　　時　　　　分

避難所名  学校避難所

連 絡 先 TEL　　　　　FAX 避難所
担当者

【救援物資管理表】
避難所名  学校 住　　所

連 絡 先 TEL　　　　　FAX 担 当 者

品　　　名 仕様（サイズ等）  数　量  備　考

１

２

３

品　　　名 仕様（サイズ等）  数　量 備考（支援先等）

１

２

３

日　　　時 品　　　目 受け数 消費期限 配布数 残数 備　　考
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⑦　避難者一覧表・ボランティア受付簿
【避難者一覧表】（場所：体育館・　　　　　　・　　　　　　室）

 ○○○学校　　№　　　（　　　　）
氏名 ふりがな 年齢 性別 郵便番号 住　所 電　話 入 出 備考

１ 男・女 ／ ／

２ 男・女 ／ ／

３ 男・女 ／ ／

４ 男・女 ／ ／

５ 男・女 ／ ／

６ 男・女 ／ ／

７ 男・女 ／ ／

８ 男・女 ／ ／

９ 男・女 ／ ／

10 男・女 ／ ／

【ボランティア受付簿
 ○○○学校　　№　　　（　　　　）

氏名 ふりがな 年齢 性別 郵便番号 住　所 電　話 入 出 備考

１ 男・女 ／ ／

２ 男・女 ／ ／

３ 男・女 ／ ／

４ 男・女 ／ ／

５ 男・女 ／ ／

６ 男・女 ／ ／

７ 男・女 ／ ／

８ 男・女 ／ ／

９ 男・女 ／ ／

10 男・女 ／ ／

11 男・女 ／ ／
＊備考欄には、経験希望する活動内容等を記入してください。
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（1）物資・食料・飲料水等の配分方針等について
　　①物資・食料・飲料水等は公平に分配します。
　　②数量が不足する物資等は、避難所運営委員会で協議によっ

て配布方針を決定します。
　　③物資の配布は、各（避難者）組の代表者の方にお渡ししま

すので、各組内で分配するようにしてください。
　　④物資等の配給は、原則毎日　　　　　　時頃に、場所は
　　　　　　　　　で物資班が配給するので、秩序を持って物資

班の指示に従い受け取ってください。
　　⑤配給する物資等の内容、数量は、その都度校内放送等で避

難者へ伝達します。
　　⑥各自必要な物資等は、避難所運営組織本部の物資窓口に申

し込んでください。在庫があるものはその場でお渡ししま
す。在庫が無いものは本部へ要請しますので、届いたかど
うかは各自で窓口に確認に来てください。

　　⑦食料は取り置きせず、古くなったものは決して食べないよ
うにしてください。

（2）安否問い合わせ・個人呼び出しへの対応
　　①避難者が受付時に安否情報の公開を了解している場合は、
　　　情報班が対応可能であれば避難者リストに基づいて安否を
　　　回答することができます。その場合は、避難者リストによ
　　　り検索します。
　　②避難者に対しては「伝言ダイヤル　171」「ＷＥＢ 171」
　　　の利用を呼びかけます。 →Ｐ 176 へ

（3）マスコミへの対応
　　①マスコミの取材に対しては、1 次的に市町派遣職員が対応
　　　します。避難者代表者又は避難所運営組織の了解が得られ

れば、取材を許可します。
　　②取材者には、必ず腕章等機関名がわかるものをつけてもら

い、写真・映像に顔が入る場合は必ず本人の了解を得るこ
とにします。

（4）調査研究者への対応
　　①市町・県が実施する調査は、事前に趣旨・内容等を説明し

た上で実施されます。協力してください。
　　②研究者等による調査は、1 次的に市町派遣職員が対応しま
　　　す。避難者代表者又は避難所運営組織の了解が得られれ

ば、調査を許可します。

⑧　避難所での対応例

Ⅴ章　データバンク

174



【ペットの飼い主の皆さんへ】 避難所運営委員会
　避難所では、多くの人たちが共同生活を送っていますので、ペッ
トの飼い主の皆さんは、次のことを守って避難所生活を送ってく
ださい。
　①ペットは、指定された場所に必ずつなぐか檻の中で飼ってく

ださい。
　②飼育場所や施設は、飼い主の手によって常に清潔にし、必要

に応じて消毒を行ってください。
　③ペットの苦情や危害に対する防止に努めてください。
　④屋外の指定された場所で必ず排便させ、後始末を行ってくだ

さい。
　⑤給餌は時間を決めて、その都度きれいに片づけてください。
　⑥運動やブラッシングは必ず屋外で行い、ノミの駆除に努めて

ください。
　⑦飼育困難な場合は、動物救援センターや災害対策本部に相談

してください。
　⑧他の避難者との間でトラブルが生じた場合は、速やかに避難

所運営委員会（総務班）まで届け出てください。
　⑨避難所運営委員会の指示には必ず従ってください。

⑨　ペットの飼い主の皆さんへ

＜避難所ペット登録台帳＞（例）
№ 飼育者情報 種　類 性　別 体　格 毛　色 ペットの

名　前
登録日
退所日

健康状態・
服用薬等

記
入
例

氏名

住所

電話
柴犬

□✓ オス
□メス
□去勢済

□大型
□✓中型
□小型

茶色 ポチ ○・○・○ 良好

氏名

住所

電話

□オス
□メス
□去勢済

□大型
□中型
□小型

氏名

住所

電話

□オス
□メス
□去勢済

□大型
□中型
□小型

氏名

住所

電話

□オス
□メス
□去勢済

□大型
□中型
□小型
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「災害用伝言ダイヤル」
　　災害用伝言ダイヤルは、地震、噴火等の災害の発生により、

被災地への通信が増加し、つながりにくい状況になった場合に
提供が開始されます。

　　「171」をダイヤルし、利用ガイダンスに従って、伝言の録音・
再生を行ってください。

　　　録音　171 ＋１＋自分の電話番号「伝言録音」
　　　再生　171 ＋２＋相手の電話番号「伝言再生」
　　＊他人に聞かれたくない暗証番号つきの伝言の録音再生は
　　　録音　171 ＋３＋自分の電話番号「伝言録音」
　　　再生　171 ＋４＋相手の電話番号「伝言再生」

⑩　緊急時連絡

忘れてイナイ（171）？　災害伝言 171
 等と覚えてください

「災害用伝言板」（ｗｅｂ 171）
　　災害等の発生時、被害地域の居住者がインターネットを経由

して伝言板サイトにアクセスし、電話番号をキーとして伝言情
報の登録が可能なサービスです。登録された伝言情報は電話番
号をキーとして全国（海外も含む）から閲覧、追加伝言登録が
可能です。

　　※詳しくは電気通信事業各社のホームページを参照。

 「NTT 西日本」のホームページより
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⑪　避難所における生活の基本的ルール

この避難所の共通理解ルールは次の通りです。
 災害対策本部 
１ 　この避難所は、地域の防災拠点です。
２ 　この避難所の運営に必要な事項を協議するため、施設の管理者、避難者等

の代表からなる避難所運営委員会（以下「委員会」という。）を組織します。
　　・委員会は、毎日午前■■■時と午後■■■時に定例会議をおこないます。
　　・委員会の運営組織として、総務班、情報班、管理班、救護班、物資班を

編成します。
３ 　この避難所は電気、水道等のライフラインが復旧する頃を目途に閉鎖しま

す。
４ 　避難者は、家族単位で登録します。
　　・避難所を退所するときは、委員会に移転先を連絡ください。
　　・動物（ペット）を室内に入れることは、盲導犬等介助等に必要な場合

を除き、原則持込みは禁止です。盲導犬等の持込みは他の避難者の理解
を得ることが前提です。

　　・ペットは屋外に専用スペースを設けますので、飼い主の責任で管理して
ください。

５ 　職員室、保健室、調理室等施設管理や避難者全員のために必要となる部屋
または危険な部屋は、避難部屋として使用しません。指定した部屋を使い
ます。

　　・避難所では、必要に応じて利用する部屋の移動を定期的におこないます。
６ 　食料、物資は、原則として全員に配給できるまでは配給をしません。
　　・食料、救援物資は（避難者）組ごとに配給します。
　　・特別な事情の場合は委員会の理解と協力を得てからおこないます。
　　・配給は、避難所以外の近隣の人にも等しくおこないます。
　　・ミルク、おむつ等特別な要望は、■■■室で対処します。
７ 　消灯は、午後■■■時です。
　　・廊下は点灯したままとし、体育館等は照明を落とします。
　　・職員室等管理に必要な部屋は、点灯したままとします。
８ 　放送は、午後■■■時で終了します。
９ 　郵便物等は郵便局員や宅配業者から直接渡していただきます。
10 　電話は、午前■■■時から午後■■■時まで、受信のみをおこないます。
　　・呼び出しは緊急度や状況に応じて対応（伝言等）します。
　　・施設内では直接避難者には取り次ぎません。折り返しかけ直していただ

きます。
　　・携帯電話等は周囲の人の迷惑にならないように指定の場所で使用してく

ださい。
11 　安否確認の問い合わせには情報開示に同意している場合に限ります。
12 　トイレの清掃は、朝■■■時、午後■■■時、午後■■■時に、避難者が交替

でおこなうことにします。
　　・清掃時間は、放送をおこないます。
　　・水洗トイレは、大便のみバケツの水で流してください。
13 　ゴミの分別は避難所内で行い、可燃ゴミは避難所内では燃やしません。
14 　飲酒、喫煙は、所定の場所以外では禁止します。尚、裸火の使用は厳禁と

します。
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⑫　避難所運営委員会運営規約
（目　的）
第　１　自主的で円滑な避難所の運営がおこなわれることを目的

として、避難所運営委員会（以下「委員会」という。）
を設置する。

（構成員）
第　２　委員会の構成員は、次の通りとする。
　　　　　・避難者で編成する「（避難者）組」の代表者
　　　　　・行政担当者
　　　　　・施設管理者
　　　　　・避難所で具体的な業務を運営する班の代表者
　　　　　・災害ボランティアの代表者
　　　　②前項の規定にかかわらず、「（避難者）組」の代表者が

多い場合には、互選により委員会への出席者を選ぶこ
とができる。

　　　　③委員会で承認されたときは、自治会、町内会等の役員
や継続的に活動するボランティア団体のリーダーは、
委員会に出席し、意見を述べることができる。

（廃　止）
第　３　委員会は、電気、水道等ライフラインの復旧時を目途と

する避難所閉鎖の日に、廃止する。
（任　務）
第　４　委員会は、避難所の運営に必要な事項を協議する。
　　　　②委員会は、毎日午前　　時と午後　　時に定例会議を

おこなうこととる。
　　　　③委員会は、具体的な業務を執行するために、避難者で

編成する総務班、情報班、物資班、救護班、管理班等
の運営班を設置する。

　　　　④各運営班の班長は、第２条の①項の規定に基づき委員
会に出席する。

（役　員）
第　５　委員会には、委員の互選による会長１名、副会長　名を

置く。
　　　　②会長は、委員会の業務を総括し、副会長は会長を補佐

する。
（総務班の業務）
第　６　主として災害対策本部との連絡、避難所の管理、ボラン

ティアの要請、マスコミ対応に関することをおこなう。
　　　　②避難所内の秩序維持に努める。
　　　　③避難所の消灯を午後　　時におこなう。ただし、体育

館等は照明を落とすだけとし、廊下、職員室等管理の
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ために必要な部屋は消灯しない。
　　　　④避難者の退所状況等を踏まえ、避難部屋の移動を定期

的におこなう。
　　　　⑤委員会の事務局を務める。

（情報班の業務）
第　７　避難者の名簿の作成、更新、管理に関することをおこな

う。
　　　　②避難所運営委員会名簿の作成をおこなう。
　　　　③避難者への情報提供及び情報収集、情報管理をおこなう。
　　　　④近隣の在宅被災者についても把握に努める。
　　　　⑤電話の問い合わせや、避難者の呼び出しに関すること

をおこなう。
　　　　⑥委員会の決定事項を避難者に伝達する。

（物資班の業務）
第　８　避難所の食料、物資の配給、不足分の請求及び余剰物資

の管理をおこなう。
　　　　②公平性の確保に最大限配慮して配給をおこなう。ただ

し、どうしても配給する場合は、委員会の理解と協力
を得てからおこなうこととし、特別なニーズがある物
資について等、特別な要望については個別に対処する。

　　　　③避難者以外の近隣の在宅被災者にも等しく食料、物資
を配給する。

　　　　④不要な救援物資が到着したときは、受領を拒否するこ
とができる。

（救護班の業務）
第　９　高齢者、障害者、負傷者、病人等特別なニーズのある被

災者への支援をおこなう。
　　　　②避難所内の子どもの保育活動の支援をおこなう。
　　　　③医療機関等との連絡をおこなう。

（管理班の業務）
第　10　トイレ、ごみ、防疫、ペットに関すること等、避難所に

おける衛生管理をおこなう。
　　　　②毎日午前　　時と午後　　時及び午後　　時にトイレ

の清掃をおこなう。
　　　　③犬、猫等の動物類は、室外の別の場所で飼う。
　　　　④遺体受け入れに関することをおこなう。

（その他）
第　11　この規約に記載されていないことは、その都度、委員会

で協議して決める。

　付則
　この規約は、　　　　年　　　月　　　日から施行する。
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避難所運営委員会（会議内容）
総務班

情報班

物資班

救護班

管理班

その他

特記事項（引継事項）
総務班
情報班
物資班
管理班
その他

⑬　避難所日誌
避難所開設月日　　　　　日目 　　　月　　日　　曜日　天気（　　）記録者

避　　難　　者　　数

避難場所

避
難
者
総
数

避難者内訳 要支援者（内数）
乳
児
・
幼
児

小
学
生
以
下

小
学
生

中
学
生

高
校
生

大
人

６4
歳
以
下

６5
歳
以
上

要
介
護
者
・

病
人

身
体
障
害
者

日
本
語
が

分
か
り
に
く
い
方

（
外
国
人
）

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

体  育  館

小　　計
合　　計
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①　食支援活動チェック表

（4）　食の支援関係資料

【食料の確保状況チェック表】
点検月日 　　　　　月　　　日　　　曜日　　記録者

救援物資（食料や飲料水等）はきちんと
保存、管理されているか 　　　  している　　　していない

救援物資管理表は作成されているか 　　　  している　　　していない

備蓄庫の何が利用できるか （　　　　　　　　　　　　　　　　　）

炊き出しに利用できるものはあるか

それはどのように保存されているか

ある（　　　　　　　　　　　　　　　）
ない
場所（　　　　　　）方法（　　　　　　）

給食に使用できるものはあるか

それはどのように保存されているか

ある（　　　　　　　　　　　　　　　）
ない
場所（　　　　　　）方法（　　　　　　）

【救援物資の管理表】
品　　目 受け数（　　　） 消費期限 品質確認 保存方法 備考

【コラム】アレルギー 27 品目
　アレルギーの原因となることが知られている食品のうち次の 7 品目は、
患者数の多さや症状の重さから、原材料として使った場合だけでなく、原
材料を作るときに使った場合も、これらが使われたことがわかるよう必ず
表示してある。 

えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生

　アレルギーの原因となることが知られている食品のうち次の 20 品目は、
上の 7 品目と同様に、これらが使われたことがわかるよう表示することが
勧められている。
　これらの 20 品目が使われているのかどうか心配な方は、食品メーカー
の『お客さま相談室』や『アレルギー専門窓口』に問い合わせる。 

あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、
くるみ、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、
やまいも、りんご、ゼラチン
 （※ごまとカシューナッツが、平成 25 年 9 月 20 日に新たに追加された。）

 「農林水産省ホームページ」より
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【食料配布日誌】
１日目 ２日目 ３日目

朝 昼 夕 朝 昼 夕 朝 昼 夕

大　人

子ども

【炊き出し運営の環境チェック表】
炊き出しが必要かどうか 被害状況（　　　　　　　　　　　　　 ）

ライフラインの状況はどうか ガス（ 可・不可 ）　　水道（ 可・不可 ）
電気（ 可・不可 ）

施
　
設

調理可能な施設はあるか
あ　る

な　い

器
　
具

炊き出しをする器具はあるか

あ　る

な　い

調達できるところはあるか 　　　あ　る　　　　　な　い

食
　
材

食材は何があるのか

救援物資より
（ ）
地元業者より

（ ）

どんなメニューができるか
（季節を考慮して）

例

人
　
的
　
支
　
援

炊き出しができる組織は
あるか

あ　る　（組織名 ）
　　　　（人数 ）
な　　い

ボランティアが確保できるか

できる　　　調理　　　　（ 人）
　　　　　　配食　　　　（ 人）
　　　　　　器具の準備　（ 人）
できない

衛生管理は大丈夫か
（加熱状況の確認）

　　できている　　　できていない

どんな方法で行うのか

①全部持ち込みの場合

②何か準備物が必要な場合

③ボランティアが必要な場合

器具名

施設名
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【食に関する心のケア】
点検月日 　　　月　　　日　　　曜日　　記録者

食事に配慮を要する
人たちの状況

アレルギー　　　　　　　　　　　　人
生活習慣病
　　　　　　　肥　満　　　　　　　人
　　　　　　　その他　　　　　　　人
気をつけること

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

食事に対して気になっている
人たちの状況

ない　　　　　人
ある　　　　　人
 食べ過ぎ　　　　　　　　　人
 もっと食べたい　　　　　　人
 食べられない　　　　　　　人
 その他　　　　　　　　　　人
その他の内容

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

調理活動に参加できる人

参加したい人　　　　　　　　　　人
活動内容（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　  （　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　  （　　　　　　　　　　　　　　　　）

栄養相談について

本部医療斑との協力体制ができているか
（できている　　できていない）
食事内容の問題点

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
体調面での問題点

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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【学校給食再開に向けた環境チェック表】
点検月日 　　　月　　　日　　　曜日　　記録者

給食施設（共同、学校）の
稼動は可能か

可
不可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

機械、器具類は使用できるか
可
不可（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ライフラインの状況はどうか
ガス（可・不可）
水道（可・不可）
電気（可・不可）

どのような方法で開始できるか
従来の方法
他の施設
共同

従来の方法以外の配送方法が
必要か

具体的に

食材の確保はどうするのか

救援物資より（　　　　　　　　　　　　　　　）
給食業者より（　　　　　　　　　　　　　　　）
地元業者より（　　　　　　　　　　　　　　　）
備蓄庫より（　　　　　　　　　　　　　　　　）

献立の作成はどうするのか

具体的に

児童・生徒への給食指導をど
のようにするか

衛生指導

配膳の工夫

あとかたづけ

学校再開状況と給食時間の調
整をどのようにするのか
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Ⅰ　衛生面には充分気をつけましょう
　　①配られた食べ物はいつまでも手元に置かず

になるべく早く食べましょう。
　　②避難所では、食品の温度管理ができないの

で消費期限には特に気を付けるように心が
けましょう。

　　③季節によっては腐りやすい物もあるので、
匂いや味には十分注意しましょう。

Ⅱ　栄養のバランスに気をつけましょう
　　①配られる食品はおにぎりやパン、菓子類が

多く、でんぷん質や油分のとりすぎになり
ます。そのため便秘しやすくなるので、薬
に頼らず水分（お茶、牛乳等、ジュース類は除く）をとり、
適度に運動をするように心がけましょう。

　　②炊き出しがあれば汁物や野菜をたくさん食べるようにしま
しょう。

　　③ゆっくりよく噛んで食べるようにしましょう。
　　④体調を崩していたり、食事制限のある病気（アレルギーや

内臓疾患等）の人、高齢者や乳幼児のいる人は、避難所の
担当者に相談し食事等について相談しましょう。

Ⅲ　ストレスをためないように気をつけましょう
　　①食事作り（炊き出し等）や食べ物を配る作

業等に積極的に参加し、からだを動かして
気分転換し、ストレスをためないようにし
ましょう。

②　避難所の食事で気をつけること

＊使い捨ての食器や箸等分別ゴミの回収に協力しましょう
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③　食事についてのアンケート
（あてはまるものに○印をつけてください）

あなたは
年齢は

身長は

体調で下記のようなことがありますか

（1）生活習慣病の治療を受けている
　　 食事制限がありますか
　　 （1）であると答えた人はどんな制限ですか記入してください
　　 【例：塩分】

（2）アレルギーがある
　　 医師の指導を受けていますか
　　 （以下は（2）であると答えた人のみ回答）
　　 どんな食品ですか記入してください
　　 【例：エビ】
　　 エピペンを所持していますか
　　 （エピペンを所持している場合）
　　 保管場所を記入してください。 

男性  ・  女性

はい  ・  いいえ

はい  ・  いいえ

はい  ・  いいえ

ある ・  ない

ある ・  ない

10 歳未満・10 代・20 代・30 代・40 代・
50 代・60 代・70 代・80 歳以上

150㎝  〜 160㎝・160㎝  〜 170㎝
170㎝  〜 180㎝・180㎝以上

・食欲がない　・　眠れない　・イライラする
・便秘気味である・　特にない

このアンケートを記入した後、栄養指導やカウンセリングを受
けたい人は名前を書いてください、個別相談の予約をします。

お名前　　　　　　　　　　　　　　

※個人情報について外部に知られることはありません
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派　　　遣　　　名：
（災害名／研修会名）
派　　　遣　　　先：
派　  遣　  期　  間 ：平成　  年　 月　 日（　）〜　 月　 日（　）
派遣者所属職氏名：

１　派遣にかかる活動概要
　・
　・
　・
２　現地で聞かれたこと
　・
　・
　・
３　伝えてきたこと
　・
　・
　・
４　伝え切れなかったこと
　・
　・
　・
５　現地で学んだこと
　・
　・
　・
６　その他、所感
　・
　・
　・

　（派遣に係る資料（画像）等は別添のとおり）

（5）　EARTH員派遣報告書（兼引継ぎ書）
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主な参考文献等（順不同）
学校防災のための参考資料　「生きる力」を育む防災教育の展開（文部科学省）

東日本大震災における学校等の対応等に関する調査報告書（文部科学省）

災害時におけるペットの救護対策ガイドライン（環境省）

避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（内閣府）

東日本大震災における食料へのアクセス実態調査（農林水産省）

平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）について（第 152 報）（消防庁災害対策本部）

兵庫県地域防災計画（風水害等対策計画他）（兵庫県）

避難所等におけるトイレ対策の手引き（兵庫県）

災害時要援護者支援指針（兵庫県災害時要援護者支援対策検討委員会）

学校防災マニュアル（平成 24 年度改訂版）（兵庫県教育委員会）

震災を生きて（兵庫県教育委員会）

震災を越えて - 教育の創造的復興 10 年と明日への歩み -（兵庫県教育委員会）

災害を受けた子どもたちの心の理解とケア（研修資料）（兵庫県教育委員会）

防災教育研修プログラム事例集（防災教育開発機構・兵庫県教育委員会）

みやぎ学校安全基本指針（宮城県教育委員会）

愛知県避難所運営マニュアル（愛知県防災局災害対策課） 　

3.11 からの復興　絆そして未来へ　東日本大震災２年間の記録（宮城県小学校長会・仙台市小学校長会）

災害時のこころのケア（日本赤十字社）

ストレスマネジメント理論による心とからだの健康観察と教育相談ツール集（あいり出版：冨永　良喜著）

日本障害者リハビリテーション協会情報センターホームページ

社会福祉法人全国社会福祉協議会ホームページ

震災伝承館（東北地方整備局）ホームページ

農林水産省ホームページ

気象庁ホームページ

日本赤十字社ホームページ

NTT 西日本ホームページ
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